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むつ市議会第１９１回定例会会議録 第４号

平成１９年３月１６日（金曜日）午前１０時開議議事日程 第４号

◎諸般の報告

【質疑、討論、採決】

第１ 議案第32号 工事請負契約について

【一般質問】

第２ 一般質問（市政一般に対する質問）

（１）４番 堺 孝 悦 議員

（２）６番 川 下 八十美 議員

（３）19番 久保田 昌 司 議員

（４）45番 澤 田 博 文 議員

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（宮下順一郎） ただいまから本日の会議を

開きます。

ただいまの出席議員は54人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

（ ） 、〇議長 宮下順一郎 本日諸般の報告については

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（宮下順一郎） 本日の会議は議事日程第４

号により議事を進めます。

◎日程第１ 議案質疑、討論、採決

〇議長（宮下順一郎） 日程第１ 議案第32号 工

事請負契約についてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第32号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第32号は委員会への付託を省略するこ

とに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

、 。って 議案第32号は原案のとおり可決されました

◎日程第２ 一般質問

〇議長（宮下順一郎） 次は、日程第２ 一般質問

を行います。

本日は、堺孝悦議員、川下八十美議員、久保田

昌司議員、澤田博文議員の一般質問を行います。

◎堺 孝悦議員

〇議長（宮下順一郎） まず、堺孝悦議員の登壇を

求めます。４番堺孝悦議員。

（４番 堺 孝悦議員登壇）

〇４番（堺 孝悦） 自民クラブに所属する大畑選

出の堺孝悦でございます。通告により壇上より１

回目の質問をさせていただきます。質問項目は５

項目にわたります。

１番目として、除雪体制について。このことに

ついては、昨年の12月の定例会でも同様の質問を

させていただきました。そのときには、もう既に

合併時の除雪体系と合併後の除雪体系がかくも違

うのかと。しかし、待ったなしの状況でありまし

て、それを踏まえたうえで、ことしの異常気象と

も言える暖冬を体験しました。それをもとに今後

の除雪の問題点、あるいは合併時と合併後の除雪

のふぐあい等々、担当部局並びに市長のご見解を

、 。求めるとともに どこがこれからの問題点なのか

特にこれは気候を相手にするもので、非常に柔軟

性を持ってやらなければ対処できない事件であり

ますので、その辺で担当部局の考えを述べていた

だきたい。

２番目として、聞きなれない言葉ではあります

でしょうけれども、リバースモーゲージというこ

れからの高齢化社会における資金調達という一つ
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の制度があるわけです。これは、報道によって私

、 。も知ったわけですが ただ概要しかわかりません

ただし、武蔵野市で25年前でしたか、既にもう手

をつけております。これからの高齢化社会におい

て、これまでと同様な生活保護の政策あるいは固

、 、定資産税並びに所得税 そういった税体系の中で

果たしてこれから市税並びに大きく言えば国税さ

えも揺るがしかねない税体系の中で、我がむつ市

が住民にとってこれから安心して暮らせるような

市税のあり方を模索すべきではないかということ

で市長のご見解を承るものであります。

三つ目として、これも昨年市長には質問として

申し上げております。労働賃金ということなので

すけれども、やはりこれが非常に、片方では合併

特例債を使う、あるいは電力関係の方から多大な

るご寄附をいただいて、新市に向かって新しい建

物を建てなければならない。その気持ちはわかり

ますけれども、一方で倒産という非常に生活に直

接結びつくような大打撃を受けた方がいまだ労働

賃金の未払い問題さえも解決しない現状におい

て、果たして杉山市長がただ単に財政面だけで片

づけられる問題ではないと。市長は、法律的には

非常に難しいというよりも、ほとんど手が出ない

と言いましたけれども、私は政治というものは法

律一辺倒で通るものではないと。やはりそこにお

いて政治家が、ここでこそ、その法律を曲げろと

は言いません、法律でないものに対して政治力を

発揮し、この困窮している人たちに救いの手を差

し伸べてこそ私は市長たるこのむつ市民６万

7,000人の人々に力と勇気を与えるべきものでは

ないかと思い、あえてまた質問する次第でありま

す。

市長は、前回銀行の方々ともこのことについて

は一応相談をしてみると言いました。その経緯を

改めてお尋ねする次第であります。

次は、原子力行政についてであります。財政的

に逼迫した中で原子力、特に中間貯蔵施設、交付

金頼みがむつ市の現状であります。その中におい

て合併前に既に決定した事項であり、合併後のむ

つ市議会に諮るべきことではないということで、

我々は旧大畑町、旧脇野沢村並びに旧川内町の議

員は、このことについて一切関与していないわけ

です。しかしながら、現状では市長は、隣の東通

村の原子力問題、あるいは永久保存の問題につい

て言及していることを報道で私も知りました。果

たして市長の本意はどこにあるのか。また、原子

力行政についてどのような政治的考え方を持って

いるのか、改めてお伺いする次第であります。

五つ目として、合併特例債について。これは、

予算審査特別委員会で既に柴田委員からも出まし

たけれども、合併時に国が、借金ではありますけ

れども、同じ借金にしても非常に使いやすく、利

子補給並びに使う方にしては非常に好条件ではあ

りますが、しかし返すとなると、これまた、ない

そでは振れないということもあるわけです。これ

は、ある意味で、私の考えでは不利益の先送りと

いうことになりかねないわけです。

借金にもいろんな返済方法がありまして、皆さ

んも私が言うまでもなくご存じだと思います。い

わゆるリボ払いというのがあるわけです。均等払

いです。これは、一時では非常に楽なのですが、

長期にわたって借金がずっと続くわけです。果た

してこれから先、我々が一時的には緩和されたと

しても、将来の市政において、この再建が果たし

てもち切るのかという問題が出てくるわけです。

そこで、市長に改めて合併特例債について市長が

どのような所見を持って考えているのか。そして

また、合併時の特例債について申し合わせ事項が

あったということは再三聞いております。それを

改めて今回どのように市長は受けとめて、その合

併時の申し合わせ事項を重視するのか、それとも

やはり現実には申し合わせ事項とは異なった手法
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をとらなければやっていけないのか、この辺の合

併特例債について市長の確固たる所見を伺う次第

です。

以上で壇上からの質問を終わります。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

（杉山 肅市長登壇）

〇市長（杉山 肅） 堺孝悦議員のご質問にお答え

します。

最初に、除雪体制に関するご質問であります。

初めに、暖冬により除雪作業が少ない場合支払わ

、 、れる待機料補償 これは質問されていませんので

やめます。どこが変わったかというお尋ねであり

ますから、建設部長に答弁させます。

次に、リバースモーゲージというものでありま

すが、この制度は急速に進む高齢化社会の中で、

安心できる生活設計の補完手段として考えられた

制度であります。持ち家を担保にしながら、自宅

に居住しつつ年金をもらい続けることができる持

、 、ち家転換年金タイプの融資制度で リバースは逆

モーゲージは抵当融資を意味しておるようであり

ます。

このリバースモーゲージによる税の納付を促す

ということについては、リバースモーゲージ、要

するに一定の年齢をまず考えなければならない。

次に、住宅その他宅地を担保とするものに対する

貸し付け、引き受けてくださる民間の金融機関が

あれば、これは実現可能でありましょうが、しか

し大抵の住宅には住宅ローンというものが設定さ

れており、それには抵当権がついているはずであ

りますから、なかなか民間金融機関がこれに乗っ

てくれるという見通しは立たないのではないか

と、そう考えます。ましてきのう、おとといあた

りからのアメリカの経済に関するニュースを見て

いますと、住宅金融をやっている会社が非常に経

営が困難になってきておる。また、借り入れをし

た方も返済が滞っておる、こういう状態がある。

民間の金融機関は、いわゆる住宅に対する融資は

それぞれの経験を有しておるはずでありますが、

それはあくまでも新築あるいはアパートメントな

どの分割された所有権を買い取るための融資とい

うことであり、そういう融資を受けて建設された

もの、あるいは購入されたものに対して改めて融

資をするということは非常に難しいものであろう

と考えております。このようなことに対して

、 、1981年 今からもう既に二十数年前になりますが

財団法人武蔵野市福祉公社で導入され、その後

1990年代に一部自治体で導入されましたが、課題

が多く、契約件数は伸びが見られない、普及して

いるとは言えない状況にある。

リバースモーゲージの大体の手法は、生活の安

定を図る。その中にもちろん納税義務も入るわけ

でありますが、どちらかというと生活を支えるた

めのシステムということであります。住宅金融を

受けたものを返済しながら、なおかつ生活のため

にその担保物件に再抵当権を設定するということ

は困難であろうと考えられます。普通の企業であ

れば、担保物件の評価をすることによって一定の

抵当権あるいは根抵当権も含めまして抵当権を設

定し、評価額の残額に対して改めてまた抵当権を

設定するというようなことは可能でありましょう

が、このような方式は確かに最初にスタートした

ときは大変もてはやされました、新しい方式であ

。 、 、るということで しかし 実際に運営されてみて

逆に融資を受けている方がつらい思いをするとい

うような一面もあるわけでありますので、そのよ

うな状況から、これを挑戦するといいますか、こ

れを取り入れて事業にするという自治体はふえて

いないということを考えますときに、ご提言とし

ては我々も検討する用意はございますけれども、

なかなか実現に向けての取り組みまでは進めない

だろうという思いを持っております。

次に、旧むつショッピングセンターの従業員の
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退職金の問題であります。お尋ねの趣旨は、旧む

つショッピングセンター従業員の未払い退職金に

関するその後の破産管財人や金融機関に対する働

きかけはどうなっておるのかということでありま

すが、破産管財人に対して庁舎用地建物取得代金

の支払い経過を含めてご説明申し上げますと、ま

ず昨年12月の定例会で御議決を賜りました補正予

算に基づき、12月11日に契約とあわせ、取得代金

の支払いをいたしたところであります。その後２

月21日には助役が労働債権に対する配当の可能性

についての確認のため、破産管財人と面談をいた

しております。この内容としては、今回の用地建

物取得は別除債権としての行使によるもので、こ

れにより配当の対象となる財団組み入れ分は皆無

に等しく、他の債権への配当は見込めないとのこ

とであります。

私もさまざまな会合の席で主要取引銀行の一つ

でもある支店長とお会いする機会がありますの

で、実情を説明申し上げてはおりますが、何分に

も法律に基づく破産手続だけに、一企業の労使問

題についての介入は、市長といえども難しいもの

がありますし、また他の債権者の方々の問題もあ

ります。このような答弁で堺孝悦議員の納得のい

くものではないとは思っておりますが、私として

も旧むつショッピングセンター従業員の方々のご

心中は少なからず察しておりますし、市長の立場

でお手伝いできる範囲内のものはお手伝いをして

まいりたいと思っております。

次に、我が国の原子力行政に対する私の考え方

を述べよとの、ご質問というより問いただしであ

りましょうが、堺孝悦議員ご承知のとおり、我が

国における原子力行政の基本方針は、原子力基本

法にもありますように、将来におけるエネルギー

資源を確保し、学術の進歩と産業の振興を図り、

もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上に寄

与するということを目的に、平和利用に限って推

進しております。

また、平成17年10月の原子力政策大綱において

核燃料資源を合理的に達成できる限りにおいて有

効に利用することを目指して、経済性にも留意し

つつ、使用済燃料を再処理し、回収されるプルト

ニウム、ウラン等を有効利用するという核燃料サ

イクルの推進を政府の方針としておるところであ

ります。私としては、国の原子力政策に協力する

という立場から、核燃料サイクル全体の運営に柔

軟性を持たせることが可能な使用済燃料中間貯蔵

施設の誘致を行いました。中間貯蔵施設につきま

しては、現在リサイクル燃料貯蔵株式会社におい

て国へ提出する事業許可申請へ向けた準備が着々

と進められております。

我が国におけるエネルギー資源については、自

給率４％と主要先進国の中で最低の資源小国であ

ります。また、また、ここ数年来の中国、インド

等といったエネルギー需要の急激な拡大の中で世

界的な資源獲得競争は、より厳しくなるものと考

えられます。

さらに、地球環境問題を考えるとき、化石燃料

への依存を減らすことが重要であり、二酸化炭素

を排出しない原子力の利用は京都議定書における

温室効果ガス削減目標達成のための有効な一方策

であると考えております。このような観点から、

私としては我が国の原子力政策について、安全性

の確保を大前提として今後とも協力を惜しまず取

り組んでいきたいと考えておりますので、ご理解

を賜りたいと存じます。

次に、合併特例債の今後の活用と特例債に対す

る認識についてのお尋ねでありますが、合併特例

債は合併年度と、これに続く10年間とした期限の

中で合併協議会が作成した市町村建設計画に基づ

いて行う合併市町村の一体性の速やかな確立や均

衡ある発展に資するための事業を総合的かつ効果

的に推進するための財源の裏づけとなるものであ
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ります。しかし、当市におきましては、多額の累

積赤字がある現状から、合併協議会の中では赤字

解消のために合併特例債を活用しての事業につい

ては黒字転換する平成22年度以降の５カ年で事業

費ベース69億円、合併特例債では65億6,000万円

を計上するという基本的考え方で協議されたもの

と思料いたしております。

この言わんとするところは、現在の赤字状態の

中では、いかに有利な合併特例債といえども借金

がふえることには変わりがなく、積極的な起債発

行は慎むべきということであると認識しておりま

す。でありますから、合併特例債に対するこのよ

うな基本的な考え方の趣旨は、今後とも十分に尊

重し、効果的な財政運営を心がけてまいりたいと

考えておりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。

次に、庁舎建設はその制度に沿うものかという

、 、ことについても お尋ねはございませんでしたが

合併を機に職員の数がふえ、事務スペースが足り

なくなったこと、駐車場が狭く、来庁者に不便を

かけていること、また市民にとってわかりにくい

レイアウトになっているなど、これらの課題を解

消し、市民へのサービスをより便利かつ効率的に

行うための事業でありますので、制度の趣旨には

十分沿うものと考えております。

〇議長（宮下順一郎） 建設部長。

〇建設部長（成田 豊） 堺孝悦議員のご質問にお

答えいたします。

除雪体制について、合併以前と合併後の除雪体

制の相違と今後の課題を述べよとのご質問であり

ますが、初めに合併以前と合併後の除雪体制につ

いてでございます。合併前、旧むつ市では全面委

託、旧川内町、旧大畑町では一部直営と委託、旧

脇野沢村では重機借り上げ方式を採用しており、

このように除雪の発注形態に相違がありました。

また、むつ市議会第190回定例会において堺孝悦

議員のご質問にお答えしておりますとおり、除雪

委託単価にも差異がございました。この相違につ

、 、きましては 合併時の協議事項にも取り上げられ

業者委託を基本とし、契約内容を再編することと

して、むつ市の委託方法を適用するとの取り決め

がありまして、それに基づき平成18年度から全面

委託としたところでございます。

次に、今後の課題でございますけれども、全面

委託したことに伴いまして、除雪単価の高騰、一

方直営による除雪がなくなったことによりまし

て、きめ細かな除雪ができなくなったのではとの

声にどのように対応するかが問題として考えられ

ます。まず、除雪単価につきましてでございます

が、むつ市議会第190回定例会での一般質問にお

答えしたとおりでございますので、よろしくお願

いいたします。

また、直営がなくなったことにより、きめ細か

な除雪ができなくなったとの声につきましては、

直営あるいは委託ともに除雪機を運転される技術

職員の腕にかかわる問題であるのではないかとい

うふうに受けとめております。ただし、委託する

際に業者に対しましては、そのようなことのない

ように十分配慮するようにこれからも努めてまい

りますので、ご理解を願いたいと思います。ただ

し、直営の利点は、即対応が可能となりますが、

委託の場合、連絡をとってから出動するため時間

がかかることは否定できません。このほかに少子

高齢化が進む中、玄関前などに置かれた雪の片づ

けができないなどの問題が出ており、この対応を

どのようにするかにつきましては、ことしの新た

な冬を迎える時期までに問題として取り上げ、こ

の対応を検討してまいりますので、しばらくお時

間をいただきたいと思います。

なお、これにつきましては、前の議会で堺孝悦

議員からもご提案がありましたけれども、地域の

方々のボランティアにより処理していただけるよ
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うな手法も模索してまいりたいというふうに考え

ておりますので、ご理解をお願いしたいと思いま

す。

〇議長（宮下順一郎） ４番。

〇４番（堺 孝悦） それでは、再質問させていた

だきます。

除雪体系については、去年と同様のご答弁であ

ります。ただし、実態を踏まえたうえで当初の予

定と現実に気候の激変的な温暖化により、簡単に

言えば除雪費はかからなかったと、そういうこと

なのですけれども、あえてここで私がもう一度取

り上げた理由は、ちょっともう少しあるのです。

つまり待機料という、降らない場合に業者に対し

て労働賃金ではなく最低賃金と言った方がいいで

しょう、そういう政策があるわけです。一般の町

、 、場の方々は 雪が降らないと生活は非常に楽だと

こういう声が多々あります。それは現実です。し

かし、毎年の除雪作業をなりわいとしている方々

も一方にはおるわけです。その方々の生活はどう

なのだという危惧があるわけです。５年間の過去

の平均的な数字から３割の待機料は払っている。

この３割ということが、利率ではわかるのです。

しかし、現実にどれくらいの額かというのは我々

にもぴんとこないのです。そこで、担当部局の方

にお願いして、その待機料は現実に１社当たりど

れくらいの単価で支払われているかということで

お尋ねしましたけれども、非常に個々にばらつき

があって、なかなか均等的な回答が得られなかっ

た、これが現状です。まして一般の市民たちは３

割、ではどれくらいなのだと聞かれても私も答え

ようがない。

そこで私は、これは毎年手直しをしなければな

らない制度ではないかと思っていますので、まず

３割の待機料がいかなる数字的なものであるかと

いうのを市民あるいは住民の方々にきちっと明示

していただきたいと。でないと、いろんな風評が

出るわけです。いやいや、仕事がない。いや、待

機料はちゃんと払っていると。でも、それで生活

できないのではないのかと、ある意味で心配して

くれる面もあるわけです。そういうことで、もう

少し広報あるいは一般の住民の方々にきちっとし

たそういう、保護とは言わなくても、安心して除

雪に待機できる、そういうことは既にあるのだと

いうことをお示ししていただければ、要らぬ風評

は出ないと思うのです。そのことを一つご提言し

ておきます。

それから、つけ加えて、これは部局の方とも除

雪体系について個々にお話ししましたけれども、

やはり高齢化社会であります。そして、またモー

ゲージとも非常に密接に絡むのですけれども、い

わば空き家、空き地、そういうところが非常に目

立つわけです。そういうところを今まで大畑地区

では個々の事情により使用させていただいた、そ

こを雪捨て場として。しかし、だんだんとやはり

よその雪を我が土地にいつまでも春先まで山盛り

にしておくのは余りありがたくないことだという

ことで、そこに立ち入ることができなくなってい

る現状があるわけです。

そこでご提言ですけれども、そこに借り上げの

料金を払うということは、今の財政では難しいで

しょう。そこで、借り上げとして適切な土地があ

れば、その所有者、あるいはその近辺の方々のご

同意を得て、税制的な減免措置を講ずるのがどち

らにとっても非常に有意義なことではないかと僕

は思うので、これからの制度に対してそういうこ

とを盛り込んでいただきたいということでご提言

をしておきます。

それから、ことしみたいに、除雪費は当初より

も少し余裕があると思うのです。もう使ってしま

えば、これはしようがないですけれども。普通に

考えれば、余裕ができるはずです。そこで、余裕

があった場合、その余裕のお金をどうするかとい
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う問題が出てくるわけです。いや、財政が足りな

いのだから、そっちに持っていけ、これは当たり

前の話なのですけれども、しかしやはり私は雪は

ある意味で災害だと思っていますので、災害に備

える基金として調節弁の役割を果たすのも一つの

手法ではないかと思います。その辺財政との絡み

もありますけれども、そういう点では柔軟性を持

って、雪が降っても、やはりいつも国頼み、ある

いは借金頼みではなくて、柔軟な基金として活用

できないもかのということで、これもご提言申し

上げておきます。

次に、リバースモーゲージ、市長の言うとおり

であります。ただし、大畑地区の現状、あるいは

むつ地区、あるいは下北を考えた場合に、確かに

。 、ローンを抱えている住宅も多々あります しかし

先祖伝来の土地に暮らしている方も多々あるわけ

です。問題は、高齢者が先祖伝来の土地に住んで

いて、しかも老後ひとり暮らしあるいは高齢者の

二人暮らしという部分が非常に問題なわけです。

年金がこのような格差社会の象徴たるものであり

ます。共済年金、厚生年金、そして我々みたいな

自営業者の国民年金、この差というのはもう歴然

であります。そういう中で、いわゆる国民年金頼

みの国民に対して今までと同じような税体系は非

常に難しいのです。

そこで市長、ローンを抱えているところにそん

な話を持ち込んだって無理だと、これは私も十分

承知しております。さっき申し上げたとおり、先

祖伝来の土地に住んでいる方もたくさんあるわけ

ですから、その辺の取捨選択をしながら、法律上

可能なものであれば、そういう方々にも一つの救

済と言わなくても、老後のこれまでの多大なる納

税した方々に報いるためには、これからほかで難

しいから我が方も難しいのではなくて、ほかで難

しかった、その短所を探り出し、そして新市の独

自のそういう方法を編み出すべきであります。そ

ういうことで、市長、もう一度、私はすぐにやれ

とは言いません。これは、なかなか難しい問題と

十分わかっております。しかし、これから先こう

いう社会になるということで、我々は先進的な考

え方を持つべきであります。その辺もう一度お伺

いします。

労働賃金、これも法律上はもうどうにもならな

。 、いと 助役も私も手も足も出ないということです

はっきり申し上げて。それはそうでしょう。しか

し、私は手も足も出なくても体当たりするべきだ

と思っているのです。やはり市長の意気込みをこ

、 、こに出さなければ 市長を頼みとする我々市民は

いざというときに市長がそういうことではどうに

もならないと。法律は、確かに行政上やむなしで

。 、 。す しかし 政治は法律だけでは済まないのです

政治の根幹にあるのは、市長、これは私もそう思

っていましたが、ある本に書いていました。義理

と人情なのですよ、市長。やはり市長、義理と人

情を踏まえて、事あるごとに折衝するべきではな

いかと。たとえ額は少なくともいいのです。そう

いうことで、市長がそういう点で一生懸命やって

、 、いるのはわかりますけれども 市長の頑張り方は

新庁舎の移転で私もかぶとを脱ぎました。あの勢

いですれば、大抵のものはできますよ、市長。も

う一回やってみてください。

それから、原子力行政。エネルギー問題につい

ては、これも市長の言うとおりです。地球の温暖

化、資源のなさ、私が市長にもう一つ踏み込んで

ほしいのは、こういう新聞の切り抜き二、三枚あ

りますけれども、これが真意であるか、まず確か

めたくて今回質問したのですけれども。東通村の

越善村長が、高レベル処分地について今までとは

違った考え方を示してきた。ここに、知事は高レ

ベルの最終処分地は県として受け入れないと、こ

ういう報道があります。と同時に、ここにむつ市

長も否定的見解とあります。このことについて原
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子力行政との絡みもありますので、否定的見解に

ついてもう一度確認いたします。

と同時に、ある新聞には、別なことが書いてい

るのです 「私だって最終処分場を思ったことが。

ないわけではない。土地がないからやめた話だ」

、 。 、 、と こう書いてあります 二律背反ですね これ

簡単に申し上げれば。これどっちなのか、市長。

このことについて、原子力行政ということでお尋

ねいたします。

それから、合併特例債、市長の言うとおりごも

っともなのです。ただし、これは編入合併であり

ます、この合併は。旧むつ市は無傷であります、

。 、簡単に申し上げれば 我々が生活する脇野沢地区

大畑地区、川内地区は、大畑地区に関すれば40億

円のお金が入らなくなって回らなくなったので

す。すっぽり抜けてしまったのです。その結果、

市長、今度は散歩がてら大畑地区に来てみればい

い。ますます過疎は急激に進んでいます。病院問

題一つとっても、都会に出て大畑に帰ってきて、

「いやいや、これから大畑に住もうと思った。ど

うですか、堺君、病院は」と聞かれると、私は、

「いや、現状ではとてもでないが、病院について

は私は語る立場にない」と。個人病院もあります

けれども、そういう点ではふるさとに帰ってみる

と、もはや荒野と化す、これは時間の問題です。

そこで私は、やはり合併特例債がそもそも何のた

めにあるのかということを考えたときに、格差社

会を助長するような今のむつ市長の手法では、僕

は意味がないと思っています。もう少し合併特例

債を市長も言ったとおり、穏やかな財政的な緩和

策であると同時に、編入された方々にとって痛み

を和らげるような合併特例債でなければならない

はずです。このことについて市長の見解をもう一

度お尋ねする。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 除雪体制については、建設部

長からお答えします。

次に、リバースモーゲージ。研究します。研究

しますけれども、たった８年しか銀行にいません

でしたが、私も銀行員やっていたのです。貸し付

けもやっていました。そのころから見ますと、今

の銀行の貸し付けのシステムというのは、かなり

普通の事業をやっていない方々に対しても目配り

をした事業展開をしている。そういう中で、行政

がリバースモーゲージという冠をかぶせたものを

やるから、金融機関に協力してくれということを

申し上げて、金融機関が簡単に乗ってくれるとは

思わない。それならば、行政自らがやればいいで

はないかと、こういう議論もあるでしょう。しか

し、金貸しの経験のないのがいっぱいいる行政職

です。こういう職員が改めて銀行的な債権の評価

の仕方から管理の仕方までやっていけるか。かな

り難しい問題です。民間の金融機関にご相談にな

って、資産評価を受けたりなどして個人的に個人

のローンもできる時代になっていますから、金利

もある程度安く設定してもらえるようになってい

ますから、それによって税なり生活費なりを用立

てる、こういう方法の方が中間に難しい理屈が入

らないシステムとして利用しやすいのではないか

と、そう考えるところでありまして、先進的なケ

ースとして取り組んできたところ、それはもうお

手上げの状態なのです。今から新しい方式を考え

出すといいましても、金融機関がこれまでの不動

産担保方式の貸し付けはもう時代おくれである、

こういうことを言っております。ただし、住宅金

融は別ですよと。住宅金融の前提になっているの

は、一定の収入があるということが住宅金融を受

けられる必須条件です。その収入を保障するシス

テムは、役所的な発言をいたしますと、生活保護

というシステムがあるわけでありますから、そう

いうものの組み合わせの方が現時点では取り組み

やすいということになるはずであります。リバー
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スモーゲージ、研究はしてみますが、先ほどご指

摘のように、その弱い部分を修正して新しいシス

テムをつくったらどうかというご提言でありまし

たが、そのようなことも含めて検討する必要があ

ろうかと思います。

次に、ショッピングセンターの退職金の未払い

ということでありますが、先ほど申し上げました

が別除債権、破産法の中には破産財団というのが

設定されます。これは、裁判所の命令によってつ

くられます。破産財団の管理人として弁護士から

裁判所が選択をして指定します。そこで、破産財

団の管理運営については指定された管財人が最大

の権限を持ちますが、その背景にあるのは裁判所

の決定であります。その中で決められたことに対

して私どもが蛮勇をいかに振るっても、これには

。 、立ち向かっていけないでしょう 私は古い時代の

50年前ですが、50年前の破産法、一応優をとって

いるのですが、当時の破産法というのは至って簡

単。100条ないのです。だから優とれるのです。

しかし、今日の破産法という法律は、もう微に入

り細をうがって細かい部分まで規定している。そ

れだけ破産という行為が、私が50年前に勉強した

ときに、破産というのは世の中にあるのという時

代です。今破産というのは、そこら辺にごろごろ

あるのです。ですから裁判所も、この破産法の大

原則は、破産の申し出をしたとき裁判所はただち

に破産宣言をすると書いてあったのです、そのこ

ろの破産法には。今は、十分検討してから破産宣

言するのです。それだけでももう破産に対する社

会的な見方が変化してきている。そういう時代に

緻密に組み上げられた法律体系の中に政治的な介

。 、入は許されません そのようなことでありまして

ですからそれなりに人間としての接触はしており

ますが、市の代表者としての接触は、これはして

みても蟷螂の斧みたいなものでありまして、なか

なか、なかなかではなくて、まず完全に効果が出

ないという考え方の方が正解ではないかと思って

おります。ただし、行政が行い得る職を離れた方

々に対する対応については、いろんな形でやって

おりますし、市として商工会議所や職業安定所等

との連携を深めながら取り組んできたつもりでお

りますけれども、なかなか効果が上がらないとい

う、切歯扼腕しておるような状況であります。そ

ういう状況の中で、あの破産財団がどのようなこ

とになるのか見通しも全く立たない状況があるの

でありますので、私は仮に個人的な見解でも、こ

のような公的な場で申し上げることは避けて通り

たいと思っております。

それから、原子力行政について、再度のお尋ね

の中心は、最終処分場についてどう考えるのかと

いうことであったと思います。私は最終処分場、

今日の状態の中でさまざまな考えは持っています

、 。 、が 基本的には青森県では無理であると ただし

隣村の村長が、一種のあれはフランスで原子力行

政を視察した際の旅行報告でしょう。その中で書

かれたことについて報じられたものに対して私の

見解も求められました。隣村の村長が考え方を述

べているのに、私が否定的な考え方で一言でばっ

さり現在の青森県ではだめですよということは言

いがたい問題であります。ある程度近所づき合い

として、友人としての考え方も含めて申し上げた

ところでございますが、活字になってしまうと、

それが生きてしまうのです。考え方に対してもま

んざら理解できないわけでもない部分が多いので

す。そういう人間的な部分と、それから我が県が

今置かれている立場というものについて配慮しな

がら申し上げると、その部分を切り取られて書か

れます。ですから、二律背反のように見えるよう

な記事になるわけです。基本的に今日の青森県で

は使用済燃料、再処理された燃料の最終処分場に

なるということについては、歴代知事が繰り返し

繰り返し、そうしないということを国に約束をさ
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せておりますから、今日の状態の中では私は最終

処分場は否定的な見解を述べておるところであり

ます。

次に、合併特例債の中で大畑町から40億円の金

がいなくなったというご発言がありました。40億

円という金がいなくなったというのはどういうこ

とかという、なぞをかけられたわけではないだろ

うと思いますが、大畑町という自治体が編入合併

という形でむつ市になった。そのために予算執行

権が、大畑町の自主的な執行権がなくなったとい

う意味のご発言だろうと思います。しかし、40億

円近い金は大畑地区に関して現在でも投入し続け

られているわけであります。決してすぽんと持っ

、 、てきて それを別の方で生かして使っているとか

こっそり使っているとか、そういうことでは決し

てないわけでありまして、職員の給料にしても、

あるいはさまざまな事業を展開するにしても、旧

大畑町時代に執行されていた予算にほぼ同じ額、

あるいはそれ以上のものもあるかもしれません。

それが使われているということだけはあると思い

ますが、過疎が進む、あるいは病院の問題、それ

ぞれ個々に見れば非常に大きな問題です。でも我

々は、それをトータルで、マクロで考えて事業を

展開しているわけでありまして、過疎が進んでい

るのに対して我々が打つ手はどのくらいあるの

か、あるいは病院の問題はいつからあのようなこ

とになっていたのか。

先ごろ任意につくられたご婦人の集まりの方々

とお会いしました。涙を浮かべて、かなりきつい

言葉で私に、私が悪の張本人みたいな言われ方も

。 、 、部分的にはありました しかし 私が答えたのは

あの方々の行動は、我々も進めている行政手法に

対して後押しをしてくれていることなのであっ

て、感謝しておるということでまず話を切り出し

ましたが、その中で勘違いして、いろいろ文書も

なかなか達者な文書を書かれている。私この報告

書の全部に目を通しましたけれども、なかなかし

っかりしていらっしゃるのですが、基本的な部分

で認識が間違っている部分があるのです。確かに

医者がいなくなるということは、病院がなくなる

ということと同じ意味ですから、それは非常に地

域にとって重要な問題でありますが、我々が手を

こまねいてそれを見過ごしたわけではないのであ

ります。遠い原因は合併前にもあるのです。それ

を今一つずつ前向きな考え方で取り組んで、何と

か大畑地域の医療をこれ以上悪くさせない方法は

あるのかどうかということで努力している最中で

す。大畑クラブの議員さんたちも、その方向に向

かって努力してこられた。それを今大同団結して

一つの結果を出そう、その結果の上にさらに新た

な有効手段を考え出そうではないかという、基本

的にはそういうものがあります。つまり40億円が

すぽんといなくなったのではないかということ

と、病院のことは手をこまねいて見ているわけで

はないのだということをご理解いただければと思

っております。

〇議長（宮下順一郎） 堺孝悦議員、除雪費の件は

ご提言というふうなことでのお話でございますけ

れども、答弁は求めますね。建設部長。

〇建設部長（成田 豊） ３点ご提言というふうに

ご理解させていただきましたけれども、まず１点

目の待機補償制度の広報でございますが、平成

11年度の降雪の少ないときを踏まえて、業者の方

等の要望もありまして、平成12年度からむつ市で

はその制度をスタートさせております。かなり経

過しておりますので、市民あるいは業者の方はご

理解していると思いますけれども、合併という大

きな変化に対する心配りが足りないと思って大い

に反省しております。例年降雪時の前に市の広報

紙を使って広報しております。除雪のお知らせと

ご協力のお願い等を広報しております。その際を

活用いたしまして、その制度についてＰＲしてま
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いりたいと思いますので、お願いしたいと思いま

す。

それから、借り上げの土地の減免、それから基

金の造成等につきましては、税務課あるいは財政

課とも関連ありますので、堺孝悦議員のご提言を

踏まえましてご協議させていただきたいと思いま

す。ご理解願いたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） ４番。

〇４番（堺 孝悦） 除雪体系では、これは毎年降

るか降らないかだれにもわからないわけですか

ら、そのとき柔軟な体制をとるという非常に固定

した観念を持たないで、そのとき臨機応変にやれ

ばいいと、そういうことでいいです。

それから、リバースモーゲージについては、確

かにこれは参考資料だけで話をしていますので、

市長の言うとおり、非常に現状として金融面では

難しいのは十分わかっております。ただし、さっ

き言ったとおりに税の徴収も非常に絡んでくるわ

けです。ないものは払えないわけですから。しか

し、あるものを有効に使うと、そういう点で一つ

物納という、国税は物納も認めています。物納と

いう手段もあるわけですから、そういう高齢者の

方々に対する、現金がなくて物を持っている方々

に対してどのような税体系あるいは高齢者社会を

つくり上げるかというのは非常に大問題でありま

す。今すぐとは言いませんけれども、事あるごと

に何らかの資料をいただいて、市長側も研究して

いただきたいと、そういうことで終わります。

それから、労働賃金は、これも同じです。法律

と行政とのどうしても乗り越えられない壁がある

と。しかし、人間です。そういう点では別な角度

から、失業された方々の生活を保障するという点

では、大畑地区にも大きいショッピングセンター

ができるみたいです。そういう方々にも市長もぜ

ひ誘導していただきたいと、こういうことです。

原子力行政について、それは隣町の首長に対し

てのリップサービスであると、簡単に言えばそう

ですね。しかし、県のことについて私は言及する

、 、つもりはありませんけれども 財政問題が絡んで

四国の東洋町、それから近くには鰺ケ沢町でした

か、低レベルの医療廃棄物、そういうところに財

政的な裏づけとして候補地がどんどん上がってき

ているわけです。個人的には中間貯蔵施設がよく

て永久保存が悪いという、この論理が私はわから

ないです。一時預かりはいいけれども、ほかに持

っていけと。では、どこに持っていくのだと。そ

ういう論理は、そもそもおかしいと思うのだけれ

ども、私たちが関与できないところで決められた

ことですから。これからは、やはり土地があれば

私もやりたいとか、そういう言葉が載ってしまえ

ば、市長、そうなのかとだれも受け取ります。市

長は本当はそうだったのかと 「牛は角を持って。

捕らわれて、人は言葉によって縛られる」という

名言があります。特に政治家は、言葉一つでいろ

んな国会議員も首をかけなければならない事件が

起きるわけです。そこで市長には、やはり後から

火種が大きくならないように、そして我々も市長

の真意をはかりかねることがないようにひとつ言

葉の重みを、我々もそうですけれども、政治家は

言葉によって生きるも死ぬもあるわけですから、

ひとつそういうことで、一貫性を持った政治体質

を貫いていただきたいと。

といいますのは、新庁舎の部分でもこういうこ

とが私の考えなのです。最初管財人から買ってく

ださいと来たと、私はそう受け取ったのです。と

ころが、月日がたったら、いや、違うと、私が買

いたいと言ったと、こうなったわけです。私は唖

然としました。どっちなのだと。やはり買いたい

というのと売りたいというのは前後すれば、これ

は立場が全く違うのです、僕らからいえば。そこ

でやはり市長が今の労働債権問題についても、向

こうが買ってくださいと来たのであれば、当然こ



- 122 -

ちらとしてはそれに対する重要な部分で踏み越え

て提言ができるわけで、こちらで買いたいと言え

ば、足元を見られているのと同じなのです。そう

いうことだと思うのです。どっちにしても、買っ

、 。てしまったのですから 論議はしませんけれども

そういうことで、後から我々が真意をはかりかね

るようなご発言については十分、私もそうですけ

れども、我々は心していかなければならないと思

うのです。これに対するご答弁、もしあればどう

ぞ。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 管財人は、完全に裁判所の意

向を踏まえて行動せざるを得ない。そして、それ

は法律がきちんと枠組みを決めていますから、こ

の物件買ってくれなどということは決して申し出

をしてくることはありません。私どもの方が市役

所にするのにどうなのだろうかということで内部

で検討しまして、その検討の結果をもって管財人

に申し入れをしているということであって、こち

らから売ってほしいという申し入れをしたという

ことの方であります。堺孝悦議員が何をもって管

財人が買ってくれという申し入れをしたというふ

うにお考えになられたのか、意味はわかりません

が、そのようなことは絶対にありません。あくま

でもこちらが主体的に申し出をしたということで

あります。

〇議長（宮下順一郎） これで……

（ 議長」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） 59番中村正志議員。

（59番 中村正志議員登壇）

〇59番（中村正志） ただいまの堺孝悦議員の一般

質問の発言中、吸収合併という不適切と思われる

発言がございました。

それぞれの事情を抱えながらの議論に議論を重

ねたうえでの今回の合併でございました。このた

びの合併について真剣に議論した者の一人とし

て、吸収合併という表現については不快感を感じ

ると同時に不適切な表現であると思います。そこ

で、後日会議録を精査のうえ、発言者と協議をし

ていただいたうえで、発言の訂正か削除を求める

議事進行をさせていただきます。

（ ） 、〇議長 宮下順一郎 ただいま中村正志議員から

一般質問中、合併について不適切な表現があるの

ではないかというふうなことでございました。後

刻会議録を精査し、議会運営委員会で協議をいた

だき、議長として措置したいと思いますので、ご

了承願います。よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） それでは、これで堺孝悦議

員の質問を終わります。

11時10分まで休憩いたします。

午前１０時５９分 休憩

午前１１時１０分 再開

〇議長（宮下順一郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎川下八十美議員

〇議長（宮下順一郎） 次は、川下八十美議員の登

壇を求めます。６番川下八十美議員。

（６番 川下八十美議員登壇）

〇６番（川下八十美） 「東風吹かば匂いおこせよ

梅の花、主なしとて春な忘れそ 、これは学問の」

神様、そして今なお多くの人々から崇拝をされ、

あがめ奉られておられる福岡県は太宰府の天満宮

に代表される有名な菅原道真公が詠んだ歌であり

ます。春３月、弥生の梅のときは、人生にとって

も一つの節目のときであり、学問の道をさらに追

求して進学をされる者、実社会に出て就職をされ

、 、る者 また年次切りかえ時における人事異動等と

社会全体が非常に慌ただしい季節でもあるわけで
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あります。我がむつ市役所においても、長い間勤

務されてこられ、この３月定例会を最後に定年を

、 、迎えて この議場におられる名久井保健福祉部長

髙橋民生部長、そして渡邉企画部長、さらには宮

下教育部長、そして一部事務組合の津田局長を初

め36名の退職者の皆さん、これまでむつ市発展の

ために日夜にわたって努力を積み重ねてこられた

そのご労苦に対しまして、壇上からではあります

、 。が 衷心より謝意と敬意を表するものであります

本当にご苦労さまでございました。

一方、12名の新採用職員を迎えることしの十二

支のえとは、脇野沢のぼたん鍋でおなじみのいの

しし年なのであります。十二支の始まりは、ねず

みであり、数えて12番目の終わりがいのししなの

であります。終わりよければすべてよしと言いま

すが、終わりは、また次の始まりでもあるわけで

ありまするから、ことしこそは縁起のいい年であ

ると思っておるのであります。

さらに、12年目に訪れるい年は、選挙の年でも

あるわけであります。来月４月早々には、地方統

一選挙、我がむつ下北では初めて一緒の選挙区と

なった県議会議員の選挙、６月には知事選挙、７

月には参議院議員選挙、そして10月には私たち在

任特例期限が切れる新しいむつ市の市議会議員選

挙といったように、盛りだくさんの選挙が予定さ

れておるわけであります。すなわち、い年決戦と

言えるわけでありまして、新年早々からそれぞれ

の目的に向かってイノシシにあやかり、猪突猛進

の勢いで突進しなければならないと思っておると

ころであります。しかしながら、過去の統計が証

明しておるように、い年現象が選挙の世界では起

きておるのであります。

人生には、三つの坂があると言われます。上り

、 、 、 。坂 下り坂 そのとおり まさかの坂であります

いつの時代でも、新しい夜明けをもたらすのは、

常に青年の燃えるような使命感と情熱でありまし

た。私も弱冠27歳でこのふるさとを、我がむつ市

、 、を安住の地と定め 政治家になって郷土のために

ふるさとむつ市民のために働く決意をして、この

地に骨を埋める覚悟で帰省して市議会議員にさせ

ていただいて、ただただ若さの至りで猪突猛進ば

かりしてまいり、考えてみれば、それこそ波乱万

丈の人生を送ってきたと言っても決して過言では

ないのであります。

今立ちどまって静かに振り返ってみるとき、何

とはや40年の月日が過ぎ去ろうとしておるではあ

りませんか。今回私は、３月定例予算議会を迎え

るに当たり、直接間接市政に参画すること40年、

すなわち政治活動40周年記念一般質問として市長

に次の点を質問してまいりまするので、市長並び

に理事者の皆様方におかれましては、建設的かつ

中身のあるご答弁をお願いする次第であります。

まず第１点目の平成の大合併、その後の検証で

ありますが、４項目についてお伺いをいたしたい

と存じます。私の４年前の選挙スローガンは「元

気で渡ろう新市へのかけ橋」でありました。その

点からすれば、当初からの合併協議会に宮下議長

とともに議会選出の委員として最後まで参加をさ

せていただき、その一翼を担ってまいりました。

その合併協議会も当初は１市４町３村で出発した

ものの、紆余曲折があり、常に私たちが夢であっ

た「下北は一つ」との理想を実現することはでき

ませんでしたけれども、結果的には１市２町１村

で合併となって新生むつ市が平成17年３月14日に

誕生し、現在に至っておることは既に皆様ご承知

のとおりであります。新市発足からはや２年と２

日たった今日、３年目を迎えた今、新しいまちむ

つ市をつくるために、我々は今何をなさなければ

ならないか、真剣に、しかも真摯に取り組まなけ

ればならないと存ずるものであります。

合併に当たっての新市の将来ビジョンであるキ

ャッチフレーズ「人と自然が輝く やすらぎと活
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力の大地 陸奥の国」建設を目指して、合併効果

を引き出すための計画づくりは本当に進んでおら

れるのかどうか、そしてもはや議論だけではなし

に、その実践に入っておられるのかどうか、しっ

かりと、しかもきっちりと検証したいのでありま

す。特に新生むつ市のデザインを描き、それを住

民とともにどういった手段で、手法でもって実現

していこうとされておられるのか、だれでも住み

たくなる新しいむつ市のまちづくりを市民総参加

、 「 」のもとで 市長が言われる住民との 理解と協調

をもってどう具現化しようとされておられるの

か、まず第１点目としてお伺いをいたすものであ

ります。

第２点目は、地域の将来像を描く長期総合計画

についてであります。市長は、年頭記者会見と、

そして本定例会冒頭の平成19年度一般施政方針の

中で、向こう10年間のまちづくり計画を策定し、

９月の定例会に提案するという方針を明らかにい

たしました。そのためには、総合開発審議会を組

織し、私は９月定例会までは任期が残っておりま

するから、楽しみに待ちたいところではあります

が、だがしかし、今の時点で言えることは、新む

つ市長期総合計画基本構想は、平成13年度から平

成22年度までの10年間となって既に存在してある

ことであります。しかも、この新むつ市長期総合

計画基本構想に基づいて作成されたこのような立

派な新むつ市長期総合計画があるわけでありま

す。それよりも何よりも、私たちは合併に当たっ

て、合併協議会でたびたび幾度となく論議をし、

協議をして、そして決めた新市まちづくり計画、

これを旧４市町村議会で認定したこういった立派

な基本的なものもあるわけであります。歌の文句

、 、 、ではないけれども ああ それなのにそれなのに

合併して２年たった今になって、何ゆえ新むつ市

長期総合計画を策定するという、市長の施政方針

の説明だけでは私は納得はいたしません。理解も

できません。ですから私は、改めてこれらとの整

合性をどうお考えのうえ提案をされようとしてお

るのかお伺いをいたしたいのであります。

第３点目は、格差是正に利用できる財政優遇措

置についてであります。合併する前までは、旧む

つ、大畑、川内、脇野沢とは一つ一つの点と点で

ありました。しかしながら、合併という今や太い

１本の線で結ばれたわけであります。この部分で

も、市長の年頭記者会見の言葉をかりるならば、

旧町村より旧むつ市の方が社会資本などいろいろ

な面で整備されておるということなのでありま

す。私をして言わせていただくならば、そのこと

は何を物語っておるかといえば、それだけに旧市

町村間の格差があり過ぎるということのほかない

のであります。格差や下北医療センター、大畑診

療所の問題等と、果てしなき道にはさまざまな難

問が山積しておるとはいうものの、一たん合併し

たこのきずなは、私は永遠に崩れ去ることはない

と疑うことはないのであります。そのためにも私

は、旧合併特例法に基づく格差是正に利用できる

財政優遇措置があるわけでありまするから、それ

らの適用の取り扱いをどうなされておられるのか

お伺いをいたしたいのであります。

第４点目は、合併協定書のうち、むつ市の市民

憲章、市民歌、花、木、鳥等の制定についてであ

ります。私は、合併に当たって、ハード面やソフ

ト面の施策もさることながら、何よりも大事なの

は市民が共通の意識を持つハートフェア、すなわ

ち心、情熱、市民がこぞって新市を愛することが

できる施策を講ずることがまず先決であると指摘

したいのであります。しかるに、旧市町村地域の

垣根を取り払い、新しい市民としての一体感を造

成していく、その手だてとして私は、市民憲章、

市民歌、市の花、市の木、市の鳥等の制定をする

ことが必須要件であるとお訴えするものでありま

すが、２年経過し、３年目に入った今日今なお、
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全くその進展が見られないのでありますが、一体

どうなっておられるのかお伺いをいたすものであ

ります。

次に、大きく分けた２点目の原子力行政につい

てでありますが、私は原子力万博の開催を提案に

入れまして、これまた４点ほどお伺いをいたした

いのであります。

原子力行政については、私が市議会議員に初当

選させていただいた昭和42年の原子力船「むつ」

の時代から真剣に取り組んできた課題の一つであ

ります。しかも、平成12年に我がむつ市に中間貯

蔵施設の問題がシークレットで進んでいたものが

突如として浮上して以来私は、慎重姿勢を保ちな

がらも、議会で調査特別委員会の設置を提案し、

平成15年６月17日の当委員会で最終的に少数意見

を留保しつつも、立地は可能という結論を見出し

たのは感無量のものがあり、今もって記憶に新し

いところであります。以後私は、たびたび事ある

ごとに原子力行政については積極的かつ強力に発

言もし、中間貯蔵施設については注意深く見守っ

てきたところでありますが、2010年、平成22年の

操業開始までの計画スケジュールは順調に進んで

おられるのかどうか、その進捗状況を明らかに願

いたいのであります。

第２点目は、高レベル廃棄物最終処分場につい

てであります。正月元旦早々私は、社団法人実践

倫理宏正会、いわゆる朝起会の元朝式に牧野教育

長ともども朝５時に出席して万歳三唱のお役目を

いただき、その後田名部神社や大覚院での初もう

でを済ませ、帰宅してから東奥日報元旦号に目を

通し、100ページに及ぶ紙面の中で特に注目をさ

れたのが東通村越善村長の「最終処分場受け入れ

に意欲」とのトップ記事であったのであります。

私は、重大発言と受けとめながらも、村長として

大変勇気ある発言と理解し、政治家の一人として

高く評価するものであります。市長は、新春の新

年祝賀会での年頭あいさつでは、隣接の村長発言

とはいえ、コメントする立場にはない旨の見解で

はありましたが、私は村長発言に対してはもとよ

りのこと、この機会に市長自身の最終処分場につ

いての考え方をお伺いいたすものであります。

第３点目は、東京電力と日本原子力研究開発機

構との関根浜港譲渡交渉についてであります。私

たちが中間貯蔵施設の立地について議会で議論を

しているさなかに、東京電力は旧原研と関根浜港

の譲渡交渉をしていたことが明らかになっており

ます。しかしながら、旧原研は2005年10月に核燃

料サイクル開発機構と統合合併し、新法人日本原

子力研究開発機構に移行したために、その交渉は

一時中断されたと聞いておるのであります。それ

に加えて223億円の建設費がかかった関根浜港で

ありまするので、金額的に折り合いがつかず、そ

のままの状態であると聞き及んでおるのでありま

すが、その後の譲渡交渉はどうなっておられるの

かお伺いをいたしたいのであります。

それだけではありません。現在の関根浜港は、

海洋研究開発機構が所有する海洋地球研究船「み

らい」の母港として現在使用されておるのであり

ます。しかるに、仮に日本原子力研究開発機構が

関根浜港を東京電力に譲渡したとしても、我がむ

つ市の将来を考えれば、東京電力の中間貯蔵施設

と海洋地球研究船「みらい」とが関根浜港で双方

がともに共存することこそが我がむつ市の未来を

切り開くに、より有益であり、むつ市の発展に大

きく寄与するものと私は確信するものであります

が、市長の見解を問うものであります。

次に、原子力行政の最後でありますが、４点目

として、原子力施設で産業振興を考える会の発足

と、私は原子力万博開催を提案したいのでありま

す。既に２年前のことでありますが、私たちが合

併協議会でもいろいろとご指導を賜りました青森

大学総合研究所長である末永洋一先生が発起人代



- 126 -

表となって原子力事業者や県内商工団体など

360の個人、団体が参加して原子力産業と地域・

産業振興を考える会が設立されたのであります。

しかるに、我がむつ市では中間貯蔵施設との関連

で、産業振興の活用と、そして産業の創出にどう

取り組み、雇用の拡大にいかに結びつけようとし

ておられるのかお伺いをいたしたいのでありま

す。

結びに当たり、国際熱核融合実験炉、いわゆる

ＩＴＥＲ４関連事業がいよいよ六ケ所村で向こう

10年間にわたり500億円が投下されて動き出した

のであります 私は 日本で初めての原子力船 む。 、 「

つ 、そして日本で初めての中間貯蔵施設を立地」

する我がむつ市が、このむつ市を中心とした下北

地区全域での原子力関連施設も大間原発の着工が

ややおくれておるとはいうものの、着実な進展が

見られており、かつて私の政治の師である中曽根

康弘元首相が下北半島を日本の原発のメッカにし

て、おくれておる下北の開発を促進すると断言し

たことが今まさに現実味を帯びてきたのでありま

す。こういった原子力にわたる全般的な状況も、

ぶれない政策として原子力立国計画が策定され、

原子力推進の方向性が確実に固まりつつある今

日、いまだ日本で開催されたことのない原子力万

博を我がむつ市で開催するべきであると私は提案

。 、 、するものであります 市長は その先頭に立って

日本原子力研究開発機構や電事連にその開催を呼

びかけるべきであると訴えるものでありますが、

市長の決意とご所見を賜りたいのであります。

以上で私の壇上からの質問といたしますが、市

長の答弁内容次第が、次の市長選挙で私が市長の

推薦議員になるかならないかの重大な判断基準に

いたしたいと思っておりますので、心してご答弁

くださるようよろしくお願いを申し上げまして、

私の一般質問を閉ずるものであります。ご清聴あ

りがとうございました。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

（杉山 肅市長登壇）

〇市長（杉山 肅） 川下議員のご質問にお答えい

たします。

平成の大合併、その後の検証ということでご質

問がありました。まずその１点目は、合併効果を

引き出すための計画は新市まちづくり計画という

形で示されている、今はその計画を市民参加のも

とで具体的に実践していく時期ではないかとのお

尋ねであります。私も議員同様に計画から実践に

移行したいと考えている一人であります。

議員ご承知のように、新市まちづくり計画は、

旧市町村がそれぞれに長い時間をかけて進むべき

方向を定めていた長期総合計画をベースとして、

広範囲に、かつ各年代層からの意見をアンケート

という形で集約し、その結果も盛り込んで、さら

に合併協議会でも種々検討を加えてつくられたも

のであります。それだけ地域住民の意思が反映さ

れた計画でありますので、そこに盛られている計

画を早期に実現したいという思いは十分持ってお

、 、りますが 現実は施政方針でも述べましたように

パイが限られておりますので、一つの地区に事業

が偏在しないように小刻みに満遍なく事業を配置

していくのがやっとという財政環境に置かれてい

る事実、川下議員は十分ご理解のうえご発言とは

思いますが、そういう厳然たる事実と対峙してい

ることに対し、改めてご理解を賜りますようお願

い申し上げます。

次に、現在むつ市長期総合計画や新市まちづく

り計画があるのに、なぜ今長期総合計画をつくる

必要があるのかとのお尋ねであります。前段で申

し上げましたように、新市まちづくり計画は合併

前の旧４市町村が策定していた長期計画の理念を

引き継ぎ、アンケート結果等も参酌し、合併協議

会でも十分もんでつくられたものでありますの

で、議員おっしゃるように、内容的には長期総合
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。 、計画にかわり得るものととらえております ただ

新市まちづくり計画で示しております数字は、平

成12年度の国勢調査の数値でありますし、また合

併により福祉部門では第３期高齢者保健福祉計

画、介護保険事業計画が新たに策定され、部門部

門で個別の計画の見直しがされているところでも

あります。平成17年度に行われました国勢調査の

確定数値が出ましたので、個別の計画による数値

等とあわせて合併協議会で示された合併後３年以

内に策定するとの方針を踏まえてことし調製をす

るものであります。

次は、ご質問の３点目でありますが、合併が行

われた団体に対する財政優遇措置についてのお尋

ねであります。合併関係市町村に対する財政優遇

措置の適用を当市も受けているのか、またそれは

地域での格差是正に生かされているかとのご趣旨

と受けとめました。川下議員も既にご承知のとお

り、合併した市町村に対する財政的な優遇措置と

いたしましては、大きく分けて三つあります。一

つ目は、地方交付税の額の算定の特例制度であり

ます。これは、合併に伴う普通交付税の減額が合

併の障害とならないよう、一定の期間合併関係市

町村ごとに算定した普通交付税の合算額を下回ら

ないようにする特例措置でありまして、この措置

、 。としての効果は 約12億円程度となっております

繰り返しになりますが、この措置は普通交付税が

ふえるということではなく、合併による新むつ市

としての普通交付税の算定額が合併後10年目から

、 、徐々に減っていき 特例期間が終わる16年後には

今交付を受けている額から約12億円ほど減るとい

うことを意味するものでありまして、合併により

普通交付税の額が急激に減らないようにするため

の激変緩和措置であります。

２点目は、地方債への特例措置でありまして、

合併後のまちづくりを円滑に推進するための合併

特例債の創設や、合併によって逆に過疎地域への

特例に支障が生じないような配慮がなされてお

り、合併後にあっても旧むつ市を除く区域は現在

も過疎地域とみなされることで、引き続き過疎債

、 、 、の適用区域となっており 今年度は宿野部 大畑

正津川、脇野沢といった各地域の漁港整備事業や

川内６号線消融雪溝整備事業、川内、大畑地域の

消防団車両の購入事業等に活用しておるところで

あります。

３点目は、一体性の速やかな確立や住民福祉の

向上のための施策に対する国からの補助金、合併

推進体制整備費補助金及び県からの補助金である

市町村合併支援特別交付金でありますが、これら

は主としてコンピューターシステムの構築や施策

の統一、地域間の格差是正といった事務事業に活

用しており、今年度は児童扶養手当システム構築

事業や長期総合計画策定事業、地図情報システム

構築事業等に充てております。

なお、その他の特別交付税への措置もあります

が、大別しますと、この３点に集約できるのでは

。 、ないかと思います 直接間接の違いはありますが

これらの措置はそれぞれの地域間の格差を是正す

るための有効な手段として均衡あるまちづくりの

ために活用方法を工夫してまいりたいと考えてお

ります。

施政方針でも申し上げたところでありますが、

平成19年度の予算編成に当たりましては、理解と

協調の土台づくりを念頭に置き、各地域の事業に

ついてきめ細かく意を用いたつもりでありますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

、 、次に ご質問の順序と答弁が前後いたしますが

市民憲章、市民歌、花、木、鳥の制定についてお

答えいたします。川下議員は、市民が一体となる

ために応募などにより早くつくるべきとのお考え

のようでありますが、中には必ずしもつくらなく

てもよいのではないかという意見もあります。合

併協議会で合併後に検討し、必要であれば制定す
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るとの調整方針が示されたのは、多様な意見があ

ることを念頭に置いたものであろうと思います。

したがって、まず市民の皆様の声を聞く場面を設

定する必要がありますが、ことしは長期総合計画

の原案を公表し、広く意見等を求めることとして

おりますので、その際に本件もあわせてお尋ねし

たいと思っているところであります。その結果を

踏まえて対応してまいりたいと考えておりますの

で、ご理解賜りたいと存じます。

次に、原子力行政についての１点目、平成17年

11月に設立されたリサイクル燃料貯蔵株式会社に

より建設計画が進められている使用済燃料中間貯

蔵施設の操業開始までの計画、スケジュールの進

捗状況はどうなっているかとのご質問でありま

す。平成22年の操業開始を目指している使用済燃

料中間貯蔵施設については、現在事業者において

国へ提出する事業許可申請について取りまとめを

している段階でありますが、できれば今月末まで

には国の方へ提出する予定と伺っております。

事業許可申請提出後の操業開始までの主な流れ

については、まず国の原子力安全・保安院及び原

子力安全委員会での安全審査が行われ、事業許可

がおりれば、その後設計及び工事の方法や溶接の

方法などの申請、認可など、国の許認可を経て本

体工事へ取りかかることになります。国の安全審

査等の諸手続並びに建設工事が順調に進み、平成

22年の操業が予定どおり開始されることを期待し

ているところであります。

次に、最終処分場に対する東通村長の発言に関

連して、高レベル廃棄物の処分場問題は中間貯蔵

施設の行く末にもかかわってくる、県内外を問わ

ず最終処分場をどこかにつくる必要があるが、市

長はどう思うかとのことであります。東通村長の

当該発言については、新聞報道等で承知しており

ますが、この発言についてコメントすることは控

えさせていただきたいと思います。ただ、これま

で青森県知事が国と約束をしてきている青森県を

高レベル廃棄物の最終処分場にしないということ

については、三村県知事も節目節目において幾度

となく経済産業大臣等に対して確認をしてきてお

りますので、この大原則が覆ることはないと考え

ておりますし、青森県を最終処分場にしないとい

う大前提のもとでの六ケ所サイクル施設の建設や

中間貯蔵施設の建設計画であるという認識でおり

ます。

前の堺孝悦議員のご質問にもお答えいたしまし

たが、最終処分場の問題については、川下議員ご

指摘のとおり、国の原子力行政の基本方針であり

ます核燃料サイクルを推進するうえで避けて通る

ことのできない重要な問題であります。最終処分

場の選定については、原子力発電環境整備機構が

その実務を担当しており、平成14年から全国の自

治体からの公募を開始しております。このたび高

知県東洋町から全国初の応募があり、文献調査に

進むための審査が行われているところでありま

す。最終処分場問題についても、できるだけ早く

候補地を選定していただき、核燃料サイクルが完

結できるよう期待しているところでありますが、

私としては、使用済燃料中間貯蔵施設の建設計画

が予定どおり進められることを最優先に考えてい

る立場にあるということをご理解願いたいと存じ

ます。

次に、東京電力と日本原子力研究開発機構との

関根浜港譲渡交渉はどうなっているのか、関根浜

港での中間貯蔵施設と海洋研究開発機構の共存の

可能性はあるかとのお尋ねであります。関根浜港

は、日本原子力研究開発機構が所有している港湾

でありまして、その一部を海洋研究開発機構が賃

借して海洋地球研究船「みらい」の母港等として

活用いたしております。使用済燃料の輸送主体で

ある東京電力では、関根浜港を使用済燃料の輸送

に使用することを希望しており、現在東京電力と
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日本原子力研究開発機構及び海洋研究開発機構と

の間で協議が続けられているところと承知してお

ります。当市といたしましては、これら関係機関

の話し合いの推移を見守っておるところでありま

すが、当市が目指しております海洋科学拠点都市

構想と整合性のとれた形で話し合いが進んでいく

ことを期待しているところであります。

次に、原子力産業と地域、産業振興を考える会

とのかかわりと原子力万博の開催についてのご質

問にお答えいたします。まず、一昨年10月に設立

されました原子力産業と地域、産業振興を考える

会についてのお尋ねでありますが、この考える会

は、県内の原子力施設を地域資源として活用し、

新産業の創出などにつなげようということで、原

子力発電所の温排水や環境緑化、バイオテクノロ

ジーを活用した新産業創出、原子力施設を活用し

た観光開発のほか、プラント設備関連技術や保守

技術、人材育成など、さまざまな分野について地

域振興のあり方を研究する活動をいたしておりま

す。

会の設立発起人であります青森大学の末永教授

は、原子力施設に伴う交付金を受ける市町村が、

これまで、ともすれば交付金が来れば来ただけ使

いっ放しで、新たな産業を創設し、そこから税金

を納めてもらうという発想に欠けていたのではな

いかという思いがこの会を立ち上げる動機になっ

、 、たとおっしゃっていましたが 全くそのとおりで

時宜を得た決断であったと評価しているところで

あります。

これまでは、前段で申し上げた活動分野にかか

わる講演会などを開催して、会員の意識啓発を図

っておりますが、これからは末永教授の幅広い人

脈と教授を支えるスタッフの皆さんの情報量、そ

して多くの職域と階層から参加されている会員と

の意見交換の中から地域振興に関する具体的な提

言が出されてくることを期待しているところであ

ります。ただ、その提言を現実に生きたものにし

ていくためには、職員にも絶えず勉強し、最新の

知識を蓄え、感性を磨いてほしいと願っていると

ころであります。

次に、原子力万博についてのお尋ねであります

が、これは市民はもとより、いろいろな方々に原

子力についての知識の普及啓発と、その必要性に

ついての認識を高めていただくため、いわゆる博

覧会的なものを開催してはどうかというご提案で

あると伺いました。博覧会とは異なりますが、資

源エネルギー庁が主催いたしますエネルギープラ

ザが電源立地地域の地域振興を図ることを目的に

。 、平成12年に当市で開催されております 参加者は

全国の電源立地地域の自治体職員や地域振興の関

係者を対象としており、全国から500人以上の方

に本市を訪れていただいております。本来の目的

もさることながら、多数の参加者の滞在により当

市にもたらされた経済効果も少なからずあったも

のと思っております。

このようなコンベンション、シンポジウムなど

が当市で開催されることは、原子力に関する知識

の啓蒙、普及という効果に加えて、原子力施設を

地域資源とした新産業の創出のヒントを得る機会

にもなりますので、当市で開催できるものがあれ

ば、関係機関に働きかけてまいりたいと考えてお

ります。

なお、これまでも実施しております原子力施設

の見学会や講演会などは、市民の皆様から原子力

を理解するうえで非常に有意義であるとの評価を

いただいておりますので、引き続き実施してまい

りたいと考えております。

〇議長（宮下順一郎） ６番。

〇６番（川下八十美） 再質問でありますが、平成

の大合併についての検証で、市長の答弁も４点総

括的な関連がありますので、最初の２点の方で１

回目の再質問をさせていただきたいと思います。
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私が言いたいのは、合併して２年たったけれど

も、私が見たり聞いたりしている範囲内において

は、まだまだ市民の間では合併したという意識が

薄いといいますか、意識が少ないといいますか、

そういう時点に達していないと思えてならないの

であります。

例えばこういう話があります。私の友人であり

ますが、家具屋を経営をしておる社長が新聞広告

やチラシで、市内全域は発送配達は無料であると

いう広告を出したら、１人のお客さんが来て、茶

だんすを買ってくれたそうであります。そして、

「配達先は」と聞いたら、脇野沢のかれこれの部

落だということでした。決して私は脇野沢をどう

こうと言う意味ではありませんから、誤解しない

でいただきたい。その店主は、びっくりして、そ

こまで配達すると十和田市へ往復するくらい時間

がかかるわけでありまして、広告に出してしまっ

たから、これはいたし方ないけれども、そういう

一つの感覚がまだ市民の中にきちっと植えつけら

れていない部分があります。こういったものをや

はり市民に植えつけるためには、私は長期総合計

画も今立てるのではなくして、ならば合併当初、

そこから出発するべきであったと考えるのであり

ますが、市長、どうですか、この点。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 川下議員、最初のご発言でも

おっしゃっておられますが、大合併の全体の中で

外れていった町村があるわけであります。それを

外して新たに１市２町１村で合併するために非常

に急いでこの作業を進めたという経過については

十分ご承知いただいていると思うのであります。

その中で今おっしゃられたようなことをもっと徹

底してやっておけばよかったのではないかという

のは、その当時の事情をご理解の川下議員として

は、今こういう作業をせざるを得なくなっている

ことについては私よりもご理解が深いのではない

かと思っておりますので、ご理解願います。

〇議長（宮下順一郎） ６番。

〇６番（川下八十美） 私も協議会の委員でありま

したから、これからの長期計画の出方を楽しみに

いたしておきたいと思っておりますし、９月定例

会には、またそれに対する考え方をも申し述べる

機会がありますので、そこに譲りたいと思ってお

ります。

もう一つ、格差是正に利用できる財政措置なの

でありますが、私が言いたいのは、これは旧合併

特例法に、平成17年３月31日まで合併したところ

に適用できるのです。私たちは、３月14日に合併

しておりますから、ここの部分で、旧町村が今ま

で受けていた普通交付税の総額が10年間保証され

るのです。旧大畑町や旧脇野沢村や旧川内町が今

まで受けてきた普通交付税がそっくりそのまま

10年間適用されるわけでありまするから、私は大

変失礼ですが 「むつ市と合併して何もいいこと、

ない」というような声も聞く。ですから、こうい

うところをきちっとやっぱり市の方で姿勢を示す

ことが、合併していただいた旧３町村に対しての

いわゆる説明責任でもあるのではないでしょう

か。どうですか、この点。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 交付税については、額が保証

されるといいましても、その後合併して誕生した

自治体であっても、一律に交付税は減らされてき

ておるわけでありますから、その点についてはこ

れまでの交付税の額とは比較にならない状況にな

っているということはご理解いただいていると思

います。

ことしの予算、詳細にごらんいただいていると

存じますが、各旧町村の、多分予算規模に近い形

での事業を盛り込んでいるはずでありますが、こ

ういう表現の仕方は余り正しくないかとは思いま

、 、すけれども 市民の方々は自分に関心がある部分
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ここには目を向けてくださる。しかし、関心のな

い部分に予算がついていようがいまいがわからな

い場合がある。平成19年度の予算の目玉は教育で

す。これについては、予算審査をしていただいて

お気づきになっていらっしゃる議員が多いと思う

のでありますが、ただひたすら教育だけでは決し

てありません。教育は大きな柱になっておるとい

うことでありますし、それに加えて道路の整備が

今後ますます重要になっていくだろう。これは、

もちろん国道に関しても整備を進めなければなら

ない、今までの取り組みをスピードアップする形

で変えていかなければならないだろうという思い

を持っております。そういう中で、道路が直りま

すと、大体、これは合併効果かと思っていただけ

るのではないかと考えているのであります。その

ような目玉にしたつもりですが、気がつかない人

には見過ごしてしまわれる問題がことしの平成

19年度の予算には含まれているというところにご

注目をいただきたいと思っております。

〇議長（宮下順一郎） ６番。

〇６番（川下八十美） 地方交付税や特別交付税、

これは総務省の管轄でありまして、市長も後援会

長を務めている山崎力先生が、この間まで副大臣

をやっていました。今の菅大臣は、小此木彦三郎

代議士の私の３代後の秘書で、今国会議員になっ

て、息子よりも先に大臣になった菅が今総務で担

当いたしておりますので、そういう点につきまし

ては、私たちのむつ市に対するいろいろなことに

ついては、私も及ばずながら力をかしたいと思っ

ております。

さて、もう一つ、市民憲章と市民歌、市の花、

市の木であります。私は、この市民憲章だけは先

ほど編入合併か、吸収合併かというふうなことで

議事進行も出ましたけれども、これは合併協定書

でそうなっているのであれなのですが、編入合併

からすれば、このむつ市の市章はそのまま継承さ

れたわけであります。市民憲章を見ても、これは

。 、立派なものだと私は思っているのです ですから

こういうところも今あわせて議論しますが、それ

とあわせて市民歌、今卒業式シーズンで、各小・

中学校、私も出席いたしますが、校歌がないとこ

ろはないです。あるいはまた校訓、憲章と同じ。

こういうところを見ますと 私の手元に 平成18年、 、

の新年祝賀会の名簿がありますが、平成18年には

国歌斉唱、むつ市民憲章唱和、むつ市民歌斉唱と

あるのです、平成18年には、やったのです。とこ

ろが、ことしの平成19年の祝賀会には、さすがに

これは抜けております。となりますと、国歌は、

大変失礼ですが、立っても歌わない人もいる、こ

れは自由です。だけれども、市民歌であれば、曲

がわからなくても私は口ずさむと思うのです。そ

れは、合併した市民全体が一つの心のよりどころ

として、愛唱歌として私は提唱できるものだと思

っております。

もう一つ、市長、むつ郵便局の窓口に市長は行

ったことがありますか。その場でも結構です。市

長、入ったことはありますか。

（ ある」の声あり）「

（ ） 。〇６番 川下八十美 そのとき気がつきませんか

パンフレットにむつ市の花、鳥、木と、もうこれ

は古くなってだめですけれども、むつ市の郵便局

に入りますと、窓口のネームプレートに 「本日、

は私が担当させていただきます。お気づきの点が

あったらお気軽に声をかけてください とか 丁」 、「

寧な対応を心がけています。わかりやすい説明を

心がけている。保険、貯金のことならお気軽に私

に声をかけてください」というネームがある。こ

れにいまだむつ市の花、木、鳥がきちっとこうい

う形で印刷して使われているのです。だから、今

市長が新しい形で市民からの声を聞いて対処する

という答弁でありましたが、これはもろもろの政

策をする以前の問題として私はやっていただくべ
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きだと。次の原子力行政の方も大事なことがあり

ますので、これは要望にしておきます。

〇議長（宮下順一郎） 川下議員、間もなく申し合

わせの時間になりますので、何とぞご協力とご理

解のほどお願いいたします。

〇６番（川下八十美） 原子力行政について、大事

なことでございまするから、このことだけは市長

に確認をしておきたいと思います。海洋地球研究

船「みらい」が今母港として関根浜港を使用して

おります。年間この「みらい」のむつ市に対する

経済効果は幾らぐらいと推定していますか。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

（ ） 。〇市長 杉山 肅 正確な数字は把握できません

推計もしていませんが、企画部で概算で掌握して

いる部分はほぼ５億円ぐらいだろうと、こういう

ことであります。

〇議長（宮下順一郎） ６番。

〇６番（川下八十美） ありがたいことです。とな

りますると、私が今言いたいのは、仮に日本原子

力研究開発機構が東京電力に港の占有権を譲った

としても、市長、市長の答弁は、３者で自分たち

のいい方向に行かれるように期待しているとい

う、ただ対岸での見物のような気がしてなりませ

んが、もし海洋地球研究船「みらい」が東京電力

のキャスクを運んでくる船が入ったときに、きち

っと協定をしておらなければどっちへ行くのです

か。私は、前段で申し上げたように、私は共存さ

せるべきだという考え方なのです。市長はどっち

、 。に行こうと思っていられるのですか どうですか

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） この問題は、最初は私が主人

公だった。私から提唱しているのです。しかし、

独立行政法人といえども、国の一つの機関であり

ます。それと、事業者であります、事業者の大ス

ポンサーと言った方が正しいかもしれませんが、

東京電力との話し合いに私がいつまでも中に入っ

ているということは必要ないだろうと。これは、

大局的な見地から協議があって進められるべき問

題であって、ですから私は途中から当時の原子力

研究所あるいはＪＡＭＳＴＥＣに対して直接の交

渉を展開してくれと。できればトップ交渉にして

ほしいという申し入れをして、ある意味では身を

引いたのです。初めは、当事者のトップにいたの

であります。ですから、決して対岸の火事ではな

いのです。答弁でも申し上げましたとおり、海洋

研究都市を目指す我々にとっては、この話し合い

が我々にとっても歓迎すべき答えを導き出してほ

しいという思いを持っておりますので、傍観者で

はありません。ただ、今のところ発言や行動を少

し控えているという状態にあることを理解願いた

いと思います。

〇議長（宮下順一郎） ６番。

〇６番（川下八十美） あとはこれ以上入りません

から、要望だけにとどめさせていただきます。

市長、市長が言われるように、海洋科学拠点都

、 、市構想 常にこれは市長の選挙の一つの文句にも

スローガンにもなっております。万が一こういう

形でなったら、私は「みらい」は横須賀や函館の

方に行くような気がしてなりませんよ。そうでは

なく、やっぱり原子力船「むつ」を改造した海洋

地球研究船「みらい」でありますから、むつ市に

置くようにしなければいけない。市長は、今月議

会が終われば東京へ行かれるのではないですか。

そうしたら、やっぱりただ東京電力に甘えるだけ

ではなしに、この部分だけは市長の主張、我々む

つ市民の主張をきちっとやってきていただくよう

にお願いをいたします。

そして、これから市長と私は議会と行政の立場

です。もっともっと切磋琢磨し合って、むつ市発

展のために、むつ市民のためにお互いに研究し合

うことを心に誓い合って、私は一般質問のすべて

を閉じます。ありがとうございました。



- 133 -

〇議長（宮下順一郎） これで、川下八十美議員の

質問を終わります。

昼食のため午後１時30分まで暫時休憩いたしま

す。

午後 零時１３分 休憩

午後 １時３０分 再開

〇議長（宮下順一郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎久保田昌司議員

〇議長（宮下順一郎） 次は、久保田昌司議員の登

壇を求めます。19番久保田昌司議員。

（19番 久保田昌司議員登壇）

〇19番（久保田昌司） それでは、一般質問を行い

ます。通告した３点について質問いたします。

まず、成年後見制度についてであります。この

制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由

で判断能力の不十分な方々のために不動産や預貯

金などの財産を管理したり、身の回りの世話のた

めに介護などのサービスや施設への入所に関する

契約を結んだり、遺産分割の協議の手伝いをする

保護や支援の制度であります。悪徳商法からの予

防にもつながるものであります。

制度の詳細について論じることは、あえて抑え

ておきますけれども、今日この制度の重要性の認

識度が高まっていることだけは確かであります。

それは、県内において2005年度の実績が2000年度

の４倍の203件に上っていることからも明らかで

あります。また、県社会福祉協議会内の県地域福

祉権利擁護センターが1999年10月から実施してい

る権利擁護事業、つまり福祉サービス利用援助や

金銭管理、書類預かりなどの利用者も３倍になっ

ていることからも、これらのニーズが高まってい

ることが推察されます。

成年後見制度には、法定後見と任意後見があり

ますが、圧倒的に法定後見の申し立て件数が多い

のも特徴となっています。かつての民法の規定に

合った禁治産、準禁治産の制度を改正し、今日の

、 、 、補助を加え 保佐 後見の三つに分けられたのは

まだ８年前ということになりますが、今日的な役

割の重要性から改正されたものと考えておりま

す。市長、以上のことから、この制度の活用を広

めるとともに、制度を活用、利用しやすいものに

するための努力をすべきと考えますが、その点の

見解を求めます。

次に、個人情報保護についてであります。一つ

は、定期的な調査による個人情報の保護の現状に

ついてであります。ご承知のとおり昭和63年、

1988年において最初の個人情報の保護に関する法

律が制定されました。その後行政機関において急

速なＩＴ化の進展による個人情報の取り扱いが著

しく拡大したことに対応するため、15年後の平成

15年、2003年に２年間の議論を経て新しい個人情

報保護法が制定されたところであります。現在全

国の市町村では、法の制定を受けて、すべての自

治体で個人情報保護条例が制定されてきたところ

であります。むつ市においても例外ではありませ

ん。そういう中で市民にとっては個人の情報がど

のように守られてきているのか、関心のあるとこ

ろであります。

今日本市の行政のあらゆる部局において、書類

等の管理も含めてどのような取り組みがなされて

きているのか、定期的な調査等で確認作業はされ

、 。ているのか まず明らかにしてほしいと考えます

二つ目は、市職員のパソコンの管理と今後につ

いてであります。ここで言うパソコンは、自宅で

使っているだけのパソコンではなく、公の仕事の

場で使用している個人のパソコンのことで、予算

審査の中において明らかになったように、新年度

においては市の各部局内で使っている個人所有の
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パソコンは、市で購入したパソコンに入れかえる

との方針を伺いました。私は、そもそも職員に対

して業務用の高価な器材を購入させて仕事をさせ

ていたこと自体に大きな疑問を持っているもので

ありますが、ウィニー騒動を受けてではあります

が、ようやく重い腰が上がったことについては歓

迎すべきことだと思っております。ですが、問題

はこれで解決するものではありません。これまで

使われてきたパソコンを今後どうするかが大事で

あります。その点での今後の対処方を明らかにし

てほしいと考えます。

最後は、交通安全についてであります。ことし

の冬は、超暖冬と言われるほど暖かい冬でありま

す。降雪量が極端に少なく、道路の凍結による大

きな交通事故は少なかったように思われますが、

それでも時折降る雪には、車を運転する際に気を

使う市民も多いことと思います。危険な場所、道

路は、指摘すれば、あそこもそうだという声がた

くさん聞こえてきそうな気がしますが、今回私は

名古平地区の２カ所について改善方を要求するも

のであります。

２カ所とも大畑方面からむつ方面へ来る途中に

あります。関根バイパスと呼んでいいのでしょう

か 人家がなくなった後 杉林が左手に見え 100メ、 、 、

ートルほど道路に覆いかぶさるような形になって

いる地区がありますが、朝方、そして夕方凍結し

ていることが多く、危険地区として通勤の方々は

腕に力が入る場所であります。杉林の一定の伐採

など、地権者の協力を得て通勤時の安心を拡大し

ていただきたいと考えます。

もう一カ所は、サークルＫから坪組の間のカー

ブの道路で、突っ込んでいくような現在の傾斜の

ある道路は改良する必要があると考えます。対策

を求めます。

以上で、壇上からの質問を終わります。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

（杉山 肅市長登壇）

〇市長（杉山 肅） 久保田議員のご質問にお答え

いたします。

まず、福祉対策についてであります。成年後見

、 、 、制度は 認知症のある方 精神障害のある方など

判断能力が不十分になった方々の財産管理や身上

監護を目的として平成12年４月からスタートした

制度であります。悪徳商法等が横行し、被害に遭

う多くの方々がこれらの支援を必要とする現状を

考えますと、議員ご指摘のとおり、これらの制度

の活用を推進すべきであろうと考えているところ

であります。

市では、平成17年度にむつ市成年後見制度にお

ける市長申立に係る要綱及びむつ市成年後見制度

支援事業要綱を定め、市民が成年後見制度の活用

を図れる体制の整備をしたところであります。ま

、 、た 今年度には地域包括支援センターを立ち上げ

センターが行う主要な事業の中に権利擁護事業を

位置づけ、必要とする方々への支援と相談を開始

いたしました。

成年後見制度については、介護保険における介

護予防支援計画書を作成する際に、制度の利用が

望ましい方には、その都度利用についてアドバイ

スをするという体制をとっておりますし、老人ク

ラブ等の研修の場において説明等をしているもの

の、利用に結びつかないという状況にあります。

これまでの実績を見ますと、市長の申し立てによ

る成年後見制度を利用したいとして申請のあった

ケースが２件、窓口での相談が数件となっており

。 、ます 成年後見制度を利用される方々については

自らの将来に備えて自分の意思で将来の後見人を

指定し契約できる方と、そもそも成年後見制度が

何であるかを理解することができない認知症等の

障害をお持ちの方に分かれます。自分で意思表示

のできる方については、一般向けの広報等でその

制度を理解し、手続等についても何ら問題なくな
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されると思われますが、何らかの障害等により成

年後見制度が何であるかを理解することができな

、 、い方々 これら援助を必要とされる方々に対して

地域と連携をとって支援する体制を整えることが

必要であろうと思います。そのためには、これま

でのネットワークとして位置づけられている居宅

介護支援事業所等のほかに、最も身近な存在であ

り、地域の実情を知る町内会の方々、民生委員の

方々のご協力が不可欠であります。今後は、一般

向けの広報活動のみならず、町内会、民生委員の

お力添えもいただきながら、成年後見制度の周知

に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。

次に、個人情報の保護について定期的な調査な

どで守られているか、確認作業はされているかと

のご質問でありますが、議員ご承知のとおり、平

、 、成17年９月に個人情報保護条例を制定し 同規則

要綱により個人情報の適正な管理と運用を行って

おります。具体的には、住民記録、税及び国民健

康保険等の電子データにつきましては、合併時に

電算システムを統合し、情報センターにおいて集

中管理するとともに、個人情報の漏洩が生じない

よう外部との接続を完全に切り離した運用を行っ

ておりますし、台帳などの紙類に記載された個人

、 、情報につきましても 資料を外部に持ち出さない

廃棄するときは複数の職員で確認のうえ行うなど

、 。 、のガイドラインを設け 運用しております また

平成18年４月からは、必要以上の個人情報を保有

しないようにするため、庁舎の要所にシュレッダ

ーを増設し、セキュリティーの強化を図っており

ます。

なお、情報漏洩のほとんどが内部から発生して

いることから、職員に対しては地方公務員法の守

秘義務にのっとり職務を行うことや、個人情報保

護条例の趣旨について周知徹底を図ることを目的

とした講習会を実施しております。今後とも個人

情報の保護を実践するため、情報セキュリティー

の向上やガイドライン等の継続的な見直し、改善

及び職員のモラル向上に努めてまいりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。

次に、市職員所有のパソコンの管理と今後につ

いてのご質問にお答えいたします。昨今個人情報

の漏洩事件がよく報道されておりますが、議員ご

承知のとおり、この背景には自宅のインターネッ

トでファイル共有ソフトを利用する際のウイルス

対策やインターネット接続設定の不備が主な原因

となっています。むつ市においては、平成14年度

から全庁ＬＡＮの運用を開始したところでありま

すが、ＬＡＮに接続するパソコンについては、公

用パソコンの整備におくれがありましたことか

ら、職員の費用負担が伴うものの、当面の措置と

して個人所有のパソコンの接続も認めてきたとこ

ろであります。

個人所有パソコンの接続に当たっては、許可制

とし、課内のプリンタ及びファイルの共有、業務

データの課内公用パソコンの決められた場所への

、 、保存 業務データの庁舎外への持ち出し禁止など

その取り扱いについてはむつ市個人所有パソコン

管理ルールを定め、職員に周知しているところで

あります。

全庁ＬＡＮにつきましては、平成17年３月14日

の新むつ市誕生に伴い、本庁舎、分庁舎及び各公

共施設を結ぶネットワークとして再構築を行った

ところでありますが、個人所有パソコンにつきま

しては、ルールに基づきセキュリティーに配慮し

た運用としております。しかしながら、個人情報

や業務データ等、行政情報の漏洩、ウイルス感染

の防止といったセキュリティー対策に加え、事務

の簡素化、効率化及び住民サービスの向上を図る

ためにも公用パソコンの配置は必要と考えており

ますことから、部長級によるむつ市電子自治体推

進会議の場におきまして、公用パソコンの配置を
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最優先課題と位置づけ、平成19年度において当初

の目的を達成することとしておりますので、ご理

解をいただきたいと存じます。

次に、交通安全についてのご質問にお答えいた

します。まず、国道279号名古平地区の道路わき

の杉林により日陰となり、冬期間路面が凍結し、

危険であるので、杉の木を伐採できないかとのお

。 、尋ねであります 議員ご指摘の名古地区の杉林は

道路の両側に植栽されておりますが、特に東側の

約200メートルの区間は杉の木が大きくなり、道

路に密接している状況にありますことから、この

区間が冬期間凍結し、解けない状況となっており

ますので、伐採し、日当たりをよくすれば、日中

は解けて安全な通行ができるものと思います。し

かし、杉の木の所有者は個人でありますので、伐

採についての交渉は今後の課題とし、当面は道路

管理者である県にお願いし、凍結防止剤の散布回

数をふやすなどにより対応してまいりたいと考え

ております。

次に、危険な急カーブの解消についてでありま

すが、道路管理者である県の担当課にお聞きいた

しましたところ、平成８年度から平成９年度にか

け急カーブ解消のための工事を行うため、測量設

計を約500メートル実施して用地交渉を行いまし

たが、地権者の同意が得られなかったということ

であり、昨年の12月にも再度話し合いが行われた

ようでありますが、同意が得られなかったという

ことであります。市といたしましては、この急カ

ーブ解消のため、今後とも要望してまいりたいと

、 。考えておりますので ご理解賜りたいと存じます

〇議長（宮下順一郎） 19番。

〇19番（久保田昌司） まず、道路のことからお聞

きしますけれども、なかなか民有地がほとんどで

すから、土地の確保あるいは杉林の伐採もこっち

で簡単に自由にできないというのはよくわかるの

です。あの地域というのは、かつて両方とも杉林

が生い茂っていたのですが、片方がその地域の方

々の花壇の育成とかいろいろあって、少し伐採が

進んで、大分日当たりもよくなったと思っている

のです。きょう私が指摘したもう片方が、朝の場

面で言えば、完全に日陰をつくるという状況にあ

。 、ります 今市長の答弁で凍結防止剤ということは

それはありがたいのですが、それでも早朝凍結し

ているのは、やはりその対応がまだまだ弱いので

はないかなと思っていますし、やっぱり抜本的に

考えると、あの杉林の伐採が一番いいのではない

かなと思っております。今後その所有者、杉林に

ついて言えば、片方のカーブの方は市長から地権

者の同意が得られなかったという話がもう既に出

ましたけれども、杉林について所有者が協力する

というような話が出た場合はどういう対応になる

のでしょうか、まずそのあたりをお聞きします。

〇議長（宮下順一郎） 建設部長。

〇建設部長（成田 豊） 私どももできるだけそう

いう危険場所の解消のために、県と協議をさせて

いただきながら進めているところでございますけ

れども、現在のあの杉林の所有者を調査しました

ところ、むつ市民の方がお二人、それから他県の

方が１人ございます。そういう協力が得られた場

合どのように対応するかということでございます

が、その協力が第一でございまして、その協力を

得ることができれば問題の解決は容易になるもの

と思います。これから折衝するように、具体的に

詳細県の方にお願いして、その所有者の意向を確

かめて、その後いろいろな対策を講じてまいりた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

ご理解願います。

〇議長（宮下順一郎） 19番。

〇19番（久保田昌司） ぜひ１回接触を持っていた

だきたいなと思います。その後の話はまた別の機

会にできればと思います。

次に、順序に沿っていきますが、成年後見制度



- 137 -

の活用についてであります。成年後見制度の普及

等については、今の答弁を聞きまして、市長も異

議はないと思いました。昨年、平成18年の秋時点

で青森県内のそういう対象になり得る人がどれく

らいいるのかということをある書類で見ましたけ

れども、青森県内では認知症の高齢者の方が２万

2,000人以上いらっしゃると。知的障害者の方が

約9,300人、精神障害者の方が約6,800人という、

これだけたくさんの方がいらっしゃるわけなので

す。その中でまだまだ成年後見制度を利用してい

る方は少ない。

なかなか足を踏み出すには面倒な面もあるとい

うのを私も知っております。特に申し立て費用の

大きさというのもネックになっているのではない

かなと思っております。手続費用、登記等で１万

円とか、鑑定料が５万円から10万円とか、それか

ら審判の確定まで数カ月かかるとかという、非常

にある意味では法のもとに保護を受けるというこ

とで時間もかかるというのは私もわかるのです。

これはいろんな意味でこういう費用等の問題もあ

りながら、市長も要綱を策定しながら取り組んで

いるという話もありましたけれども、この申し立

て費用の目安という金額があるわけなのです。先

ほど言いました１万円とか５万円とか10万円とか

というお金が必要なわけなのですが、今後この後

見人を立ててもらうとか、持ってもらうための費

用と申請のための費用等がかかりますが、こうい

うことに対して公の立場で援助するとか、そのあ

たりはどの程度考えているのでしょうか。

〇議長（宮下順一郎） 保健福祉部長。

（ ） 。〇保健福祉部長 名久井耕一 お答えいたします

後見人にかかわる費用の部分でございますけれ

ども、これにつきましては、ちなみに新年度の対

応ということでお答え申し上げたいと存じます。

一般会計と、それから介護保険特別会計の２本立

てで予算措置してございます。

まず、一般会計の方では、一応２件分を見込ん

でございます。費用的には、市長申し立て費用と

して30万円、あとは成年後見人に対する手数料と

いうことで67万2,000円の97万2,000円ほどの予算

措置、計上をいたしております。もう一方の介護

保険特別会計でございますが、こちらの方には、

一応３件分を計上しておりまして、合わせまして

167万1,000円ほどを計上いたしております。その

ほかに、この介護保険特別会計の方では、議員が

ご指摘されておりますように、周知用、広報用の

パンフレット、この作成のための印刷代も見込ん

でございますので、よろしくご理解いただきたい

と存じます。

以上です。

〇議長（宮下順一郎） 19番。

〇19番（久保田昌司） 私今回この成年後見制度を

一般質問でやっておかなければならないなと思っ

たのは、まだまだ一般的には知らない制度である

という中で、できるだけ皆さんに知ってもらいた

いし、市もやはり積極的に広報をする必要がある

だろうと。いろんな場所でこの制度の周知徹底を

やっていくことによって、むつ市だけで大きくい

ろんな制度が一気に変わるとは私は思いませんけ

れども、やはりむつモデルぐらいのものをつくる

ような気持ちでいろんな活動をする中で、青森県

内、さらには全国まで広がるようないい制度に発

展させていく必要があると、私はそう思っていま

す。

そういう意味で、先ほど壇上で悪質業者の問題

もお話ししましたけれども、テレビ等でよく報道

されるように、この被害も非常に多いものがあり

ます。そういうことから守るためにも、この制度

をいろんな形で広めていき、そして当たり前のよ

うにこの成年後見制度ということが話されるよう

な空気を市内全域でつくっていく必要があると。

私は、そのまず最初として今回取り上げました。



- 138 -

そういう意味では、まだまだ市の予算の措置につ

いても今答弁ありましたように、大きい金額には

なっていません。そういう意味では、まだまだこ

れから本格的な運用のための市の取り組みが必要

、 、 、になるだろうと思いますけれども その点 市長

今後の気持ちをお話しください。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 今部長がお答えしたことは、

実は予算査定で大した大きな問題になっていない

ですっと通ってしまった制度なのであります。つ

まり予算査定にかかわる者すべてに、この制度は

活用しなければならないという共通の認識があっ

たから何の抵抗もなく予算計上されたということ

です。問題は、この制度について市がどのように

かかわるかということと同時に、本当にこの制度

を活用したいと思っていただくようなモチベーシ

ョンをつくり出すということの方がより重要だと

思うのであります。おとといですか、私テレビを

見ておりましたら、今ファンドに勧誘して、全然

掛けた金が返ってこないというものが随分ふえて

いるそうです。昔のように、布団ですとか、判こ

だとか、つぼだとかというのを売りつけるという

ことではなく、ここに投資すればもうかりますよ

という誘いが随分多いのだそうであります。それ

もみんな子供さんがいるのだけれども、巧みに説

、 。き伏せられて 銀行まで車で連れていってくれる

そこで金をおろさせて、特定の口座に入れさせて

しまうというようなことまでやっているようで

す。これは、都会の金持ちのお年寄りが多い地域

での問題なのかとは思いますけれども、こっちま

で出てきて、この北の端っこまで出てきて勧誘し

てやるということが今の時点では考えにくい。し

かし、それは形が見えないものなのです。昔のよ

うな、昔といいますか、つい二、三年前までは大

きなものを高く買わせるという、これは車で来て

やっているようですけれども、それと違う、車１

台あれば、何にも積んでこなくても判こを押させ

れば済むというようなものですから、こういう事

例を多く知ることによって成年後見制度を活用し

たいと思う子供さんが気がついてそれをやるか、

子供さんが遠く離れている場合は、すぐそばにい

る方、頼れる方を後見人にするという制度ですか

ら、そういう家族の方々が積極的になるような宣

伝、ＰＲをしていく必要が大いにあろうと思って

おります。

〇議長（宮下順一郎） 19番。

〇19番（久保田昌司） 今悪徳業者の話をしました

けれども、この成年後見制度を活用している方が

消費者被害になった場合には、ある意味では法の

保護を受けて契約取り消しというのが可能なので

すが、先ほど私言いました一般的な地域福祉権利

擁護事業において、いろんな世話を受けている方

がそういう契約、不当な悪徳業者と契約した場合

には契約の取り消しはできないと。厚生労働省の

管轄と法務省の管轄の違いだと思うのですが、成

年後見制度を適用している、そういう後見人を持

っている方は法的な保護が強いという意味でも、

私はこの成年後見制度をさらに多くの方々にわか

ってほしいなと思うわけです。そういう意味で、

市長も広げるということに関しては異議ないよう

でありますから、ぜひこの成年後見制度の広がり

を尽くすように進めていってほしいなと思いま

す。

次に入ります。個人情報について再質問いたし

ます。これは、先ほども答弁がありましたし、予

算審査でもパソコンの購入というのはあったので

すが、私はこれからどうするのかというのがいろ

いろ大事だなと思っております。個人情報の方に

まず最初入りますけれども、先ほど答弁の中で規

則と事務取扱要綱があるのは私もわかっていま

す。そこで、１点だけお伺いしますけれども、今

この個人情報保護条例が全国すべての自治体でつ
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くられましたけれども、情報セキュリティーポリ

シーというのは、これはこの要綱、規則で足りる

のかどうか、そのあたりお聞きします。

〇議長（宮下順一郎） 総務部長。

〇総務部長（齋藤 純） お答えいたします。

市長が条例、規則あるいは要綱を定めまして、

その中で今議員のご指摘の件も網羅されてござい

ます。

以上でございます。

〇議長（宮下順一郎） 19番。

（ ） 、〇19番 久保田昌司 私が調べた範囲なのですが

この情報セキュリティーポリシーというのは、わ

ざわざ横文字、片仮名を使っているのはどうして

かなと思って調べてみたのですが、情報システム

及びネットワークの機密性、完全性及び可用性を

維持するため本市の情報セキュリティー対策を総

合的に取りまとめた基準を言う。確かに要綱、規

則で似ているなという感じはするのです。これは

総務省の資料ですけれども、情報セキュリティー

ポリシーという項目があって、現在1,843団体中

1,773団体、96.2％が策定済みというふうに出て

いたのです。今総務部長は、それで足りるという

お話なのですが、ということはむつ市の場合も、

この策定されているという数に入っているという

ことですね、確認しますけれども。

〇議長（宮下順一郎） 総務部長。

〇総務部長（齋藤 純） お答えいたします。

議員がおっしゃるとおりでございます。

〇議長（宮下順一郎） 19番。

〇19番（久保田昌司） 横文字を使わなかったとい

、 、うことなのだろうと思いますけれども この要綱

規則も私見ましたけれども、私が言っている個人

情報というのは、ある意味では広い意味で言って

いるつもりです。パソコンの中に入っているさま

ざまな個人情報をどういうふうにしているかとい

う問題とともに、すべての情報、個人情報にかか

わる問題をどうしているかということを私は聞き

たいのです。要綱、規則を見たのですけれども、

そのあたりの文書は余り見かけなかったのです。

それに関して言えば、逆に今まであった文書取扱

規程というのがありますよね。その中身の方があ

る意味では具体的であったのですけれども、この

要綱、規則にあるのはいろんな開示の問題とか、

そういう意味でどうするかというのがほとんど書

かれていて、広い意味での個人情報をどういうふ

うにするかというのは余り具体的に書いていない

ような気がするのです。そのあたりはこの要綱、

規則で広い意味での個人情報の保護の対策につい

てはいいのかというのが一つあります。

それから、もう一点、１カ所私が見つけたので

すが、これセキュリティー関係の問題ですけれど

も、東大阪市の情報セキュリティ委員会というの

があります。このセキュリティ委員会では、やは

りまた特別な体制をとるという形での委員会で、

１条から８条まで非常に小ぢんまりとした設置規

程が書かれているのですが、この委員会はたしか

むつ市はありませんよね。

〇議長（宮下順一郎） 総務部長。

〇総務部長（齋藤 純） 議員ご指摘のとおり、ま

だそういうものは持ってございません。これから

検討させていただきます。

〇議長（宮下順一郎） 19番。

〇19番（久保田昌司） さっきの答弁で、規則、要

綱で足りるという話だったのですが、私が言った

このセキュリティーポリシーの策定というのは、

当然こういう委員会も設置したうえでのセキュリ

ティーポリシーだと私は思っています。そういう

意味では、要綱と規則で足りるという話もありま

したけれども、早急にその対策を持っていただき

たいなと思います。

次にいきます。パソコンの問題です。新しいパ

ソコンを市の予算で購入することになっていま
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す、平成19年度の予算の中で。それで、ウィニー

の話も出ましたし、これはもう一般的になってい

るかと思うのですが、この２カ月の間、ウィニー

によって個人情報が流出したのがインターネット

上ですけれども、22件ありました。その中の12件

が公的機関です。警察とか学校、消防局、病院、

町、国について言えば、国税局、自衛隊、このあ

たりは新聞等で明らかになっていますけれども、

結構な数だと私は思っています。早急にこういう

個人情報流出に至らないように対策するのは当た

り前だと思いますけれども、そういう意味で、今

回の方針が進んでいるのだろうと、方針がとられ

たのだろうと思っていますが、新しいパソコンを

入れただけではだめだと私が先ほど壇上で言った

のは、今使っているパソコンをどうするかなので

す。そのパソコンには、いろんな情報が入ってい

るのではないかなと思うのです。そのパソコンを

購入したのは個人なわけですよね。個人のものな

のです、そのパソコン自体は。そのパソコンを新

しいパソコンと取りかえるというふうになります

けれども、ただ持っていってくださいでは済まな

いわけなのです。あなたのパソコンだから持って

、 。いってください 新しいパソコンにかえますから

そのパソコンをどうするかなのです。パソコンの

中身、はっきり言えば。最初の市長の答弁では、

ある意味では本当に変えるというだけの答弁だっ

たので、そのあたり考えているのかなと思ったの

ですが、細かい対策は考えていますか。

〇議長（宮下順一郎） 総務部長。

〇総務部長（齋藤 純） お答えいたします。

今までは、市の方で582台ほど必要ということ

であったわけですけれども、それが足りなくて、

ある意味では職員の善意で使わせていただいてい

ました。今回一般会計で予算化してございますの

で、それが通った時点で新年度早々まず購入いた

します。

それから、個人のパソコン等の切りかえについ

ては、あくまでも個人のに入っているものについ

ては全部吐き出します。その後については、各課

の課長がその個人パソコンの中身が空になったも

のを確認して対応してまいりますので、議員がご

心配のことはなかろうかと思います。

以上でございます。

〇議長（宮下順一郎） 19番。

〇19番（久保田昌司） 一つ言いますけれども、パ

ソコンの中身を、データを空にするという方法は

二つあるのです。すべてだれが見ても、だれが扱

っても出てこないようにする方法と、特殊なソフ

トを使うと、その中の、ないと思われていた情報

が出てくる方法もあるのです。論理フォーマット

というのと物理フォーマットと２種類あるのです

が、そのあたりもしっかり考えないと、ただ返す

だけでは済まないと。きちっと復元不能な状態に

しなければならないということも考えていかない

と、そういう意味では注意しなければならないこ

とだと思います。だから、新しいすべてのパソコ

ンと入れかえるという話だったのですが、現在活

用しているパソコン、個人所有分のデータを削除

して買い取るとか、そういう形もある意味ではあ

ったのかなという気もするのです。情報の削除に

ついては、職員の中にもそういうパソコンに関し

て細かい知識のある方がいらっしゃるかと思うの

で、ぜひ検討する必要があると思うのです。その

あたりはどうなっていますか。

〇議長（宮下順一郎） 総務部長。

〇総務部長（齋藤 純） 情報システム課には、パ

ソコンに精通した職員が多々おりますので、議員

がご心配のことはないと思います。

以上でございます。

〇議長（宮下順一郎） 19番。

〇19番（久保田昌司） 心配はないということなの

で、それを信じていきたいと思いますけれども。
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基本的にこのパソコン問題を取り上げたのは、

個人に善意でそれぞれの職員の方々に買ってもら

って、それを公務で使っていたということがある

わけなので、私は本当に、言ってみれば、市がそ

ういう面で一部それこそお金を返さなければなら

ないような気持ちさえあるのです。そこまではな

いかと思うのですけれども、それでもいろんな方

からこのパソコンの最終的な処分の仕方という

か、管理の仕方というのは意見が出るかもしれま

せん。ぜひよく耳を傾けて、間違いなくしていた

だきたいなと。そうしないと、幾ら立派な保護条

例、要綱、規則があって、さっき言ったセキュリ

ティーポリシーがあっても、なかなかそうはいか

、 、ないと思うので きちっとした対応をお願いして

質問を終わります。

〇議長（宮下順一郎） これで、久保田昌司議員の

質問を終わります。

２時30分まで暫時休憩いたします。

午後 ２時１７分 休憩

午後 ２時３０分 再開

〇議長（宮下順一郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎澤田博文議員

〇議長（宮下順一郎） 次は、澤田博文議員の登壇

を求めます。45番澤田博文議員。

（45番 澤田博文議員登壇）

〇45番（澤田博文） むつ市議会第191回定例会に

当たり、通告に従い次の２項目について質問いた

しますので、市長並びに教育委員会委員長におか

れましては、前向きな答弁をお願いいたします。

新幹線八戸駅開業以来、この本州最北の下北半

島に県外各地より数多くの観光客が訪れておりま

す。下北には、国設薬研野営場を初め早掛レイク

サイドヒルキャンプ場、野平高原キャンプ場など

施設の整ったキャンプ場があり、たくさんのキャ

、 。ンパーが訪れ 楽しんでいるのも事実であります

ことしもあと２カ月足らずで大型連休が来ます。

例年ですと、この連休のころから薬研野営場はた

くさんのキャンパーでにぎわうわけですが、野営

場への連絡橋の橋台そで部分に亀裂が発見されて

以来、野営場は運営されていません。早期に連絡

橋の建て替えを望むものでありますが、これには

森林管理署及び林野庁との関係もあることから、

市としては森林管理署及び林野庁等へ強く要望し

ていることとは思いますが、その後の経緯につい

てお尋ねいたします。

また、要望が順調にいったとしても、建て替え

までは数年かかるものと思われますが、当然のこ

とながら、ことしの時期には間に合わないとした

ら、薬研野営場が運営されていないことを知らな

いで訪れたキャンパーのためにも臨時の野営場を

設置する考えがないか、あわせてお伺いいたしま

す。

質問の２点目でありますが、小学校の統合につ

いて伺います。このたび県の行政改革の一環とし

て、むつ市にあります下北少年自然の家が平成

19年度をもって廃止となり、平成20年４月からむ

。 、つ市に譲渡される予定になっております 山あり

川あり、海ありの自然豊かな施設を利用し、子供

たちがさらに大きく、人間性や社会性の育成を図

ることが望まれます。

、 、さて 佐助川小学校が平成18年４月廃校となり

そのままの状態にありますが、現在その施設に旧

大畑町で寄贈、または収集した民具、漁具、さら

には二枚橋遺跡等からの出土品が数多く体育館の

一部等に一時保管していると伺っております。平

成20年度からむつ市立となる予定の下北少年自然

の家を使用する方々に、地域に根差した文化財の

数々をご披露し、地域を理解していただき、下北
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少年自然の家の利用拡大を図ることも今後大事で

。 、 、あろうと思います そこで 現庁舎を一部改修し

文化財を展示し、見学させる考えはあるのかを伺

います。

また、合併前の旧市町村でも数多くの文化財を

所有しているものと思われますが、むつ市民はも

ちろんのこと、むつ市を訪れる方々にＰＲするた

めにも総合的な歴史民俗資料館を建設する計画が

あるのか、あわせて伺います。

さらには、平成19年度限りで８小・中学校が統

合されますが、その敷地、校舎をどのように利用

していくつもりなのかも伺います。

統合後の諸問題についてお聞きいたします。来

年度限りでの統合が既に決定しておりますので、

教育委員会としても、既に計画していることとは

思いますが、登下校のための交通手段、つまりス

クールバス等のことですが、スクールバスを運行

するに当たり業者等に委託するのか、また旧大畑

、 、町で行ってきたように 教育委員会でバスを買い

運転手だけをシルバー人材センター等に委託する

考えなのか、さらにスクールバスの停留所につい

ては地元関係者とよく話し合い、決定していただ

きたいし、毎日好天の日ばかりとは限りませんの

で、停留所は児童が雨風を防げる建物が必要と思

いますが、建物等を建てる考えがあるかをあわせ

て伺います。

また、川内地区の桧川小学校は、大規模改修し

てから年数が余りたっていないと伺っておりま

す。起債のある学校を廃業する場合、残りの起債

は一括返済しなければならないと伺っております

が、今この桧川小学校の起債はどれぐらいあるの

、 、か また一括返済できる見通しがあるのかを伺い

壇上からの質問といたします。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

（杉山 肅市長登壇）

〇市長（杉山 肅） 澤田議員のご質問にお答えい

たします。

ご質問の１点目は、薬研野営場への橋のその後

の経緯についてのご質問でありますが、この薬研

野営場は、ご承知のように7.2ヘクタールの広大

なキャンプ場で、毎年４月から11月までの期間、

下北森林管理署との野営場運営委託契約に基づい

て開設している施設で、年間3,000人ほどのお客

様にケビンハウスやテントサイトを利用していた

、 。だいておりますが 現在は開設されておりません

これは、昨年野営場への入り口となる錦橋の橋台

そでに亀裂が発見され、橋の管理者である下北森

林管理署が安全確保のため通行を禁止したためで

あります。市といたしましては、下北森林管理署

と野営場の開設に向けて協議を重ねてまいったと

ころであり、昨年７月にはむつ市議会議長ほか

14名の議員により錦橋の整備のための要望書を東

北森林管理局青森事務所に提出いただくというお

力添えもいただいておるところでありまして、下

北森林管理署では、５月中に工事を発注し、錦橋

の解体工事を実施、年内に架設工事を完了とする

べく事務的に進めておると伺っております。順調

にいきますと、平成20年度には供用開始となり、

薬研野営場の利用が再開されるものと期待してお

るところであります。

大畑地区の薬研温泉郷は、むつ市の観光地とし

て重要な地区と認識していることから、引き続き

下北森林管理署及び関係部署と連絡を密にし、早

期開設を目指したいと考えております。

ご質問の２点目、薬研野営場が平成19年度再開

できないのであれば、周辺地区で臨時的にキャン

プ場を開設できないかというご質問であります

が、薬研、奥薬研のいずれの地域を想定した場合

でも、下北森林管理署との貸付契約はもちろんの

こと、自然公園法、砂防指定地、保安林などに指

定された地区であるため許認可には法律的な制約

があります。さらに、キャンプ場には山火事防止
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等に配慮された構造を備えている炊事施設、水道

施設、管理施設棟が必要となることから、現在は

既存の橋の復旧を第一に考えておりますので、ご

理解を賜りたいと存じます。

〇議長（宮下順一郎） 教育長。

（牧野正藏教育長登壇）

〇教育長（牧野正藏） 澤田議員のご質問の小学校

統合についての１点目、統合後の小学校校舎等の

利用についてでありますが、まず下北少年自然の

家のむつ市移譲に合わせて、昨年廃校しました佐

助川小学校を歴史民俗資料館的施設にできないか

とのご提言でありますが、きのうの千賀議員の質

問にもお答え申し上げたところでありますが、同

施設は廃校時、地元の方々に利用希望、計画等を

募ったところ、地元としては特に利用希望がない

とのことであります。ただいま澤田議員もおっし

ゃいましたが、現在主に大畑地区で集められまし

た古民具、漁具、遺物、発掘物等を保管し、文化

財審議委員の方々が分析、研究する集積場所とし

て活用しているところであります。議員ご提言の

歴史民俗資料館につきましては、今後とも全市的

な視点に立って、そのあり方、規模、内容等につ

きまして、教育委員会において今後検討する予定

でありますので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、平成20年度から廃校する学校の跡利用に

ついてでありますが、現在大畑地区では小目名小

学校、関根橋小学校の２校、むつ地区では烏沢小

学校、角違小中学校の２校、川内地区では蛎崎小

学校、宿野部小学校、桧川小学校の３校の合計７

校がその対象となります。桧川小学校を除く６校

は、建築後40年から50年を経た老朽校舎でありま

すことから、再利用には適さず、一部体育館等再

利用可能な施設を除き、撤去、解体する予定であ

ります。

地元の方々からは、跡地を公園にしてほしい、

記念碑を建てたい、高台なので避難場所にしたい

などさまざまなご要望もありますことから、今後

地元と十分に話し合い、適切な跡地利用を図りた

いと考えております。

次に、ご質問の第２点目、統合に係る諸問題に

ついてでありますが、桧川小学校は平成５年から

平成７年までの３年間で建設されました比較的新

しい校舎であります。建設に係る起債残が１億

2,360万円あり、廃校となりますと、補助金の返

還も考えなくてはなりませんが、廃校ではなく、

他の教育目的の施設として転用するのであれば補

助金の返還義務はなくなるとの県当局からの指導

を得ているところであります。具体的に申し上げ

、 、ますと 図書館分館や公民館などの社会教育施設

体育館の社会体育施設、美術館等の文化施設など

への転用が考えられます。これにつきましては、

早い時期に市全体の施設のあり方をも勘案し、地

元のご意見もお聞きしながら、方向性を探りたい

と考えております。

、 、また スクールバスの運用の仕方でありますが

平成19年度はむつ地区では全面運行委託、川内、

大畑、脇野沢地区では市の大型バスを所有してい

ますことから、バスの管理と運行を委託する、要

するに管理請負業務委託で行うこととしておりま

す。平成20年度からは、統合により運行経路がふ

えますけれども、この形式で運行したいと考えて

おります。

新しく運行となる地区の停車場所及び待合室等

の設置につきましては、地元と協議しながら、待

合室等も必要であれば前向きに検討してまいりた

いと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。

〇議長（宮下順一郎） 45番。

〇45番（澤田博文） 野営場につきましては、こと

し５月に工事発注、年内に工事完了で平成20年度

から供用開始の予定ということで、大変関係者に

は感謝したいと、こう思っておりますが、今現在
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せっかく薬研に来たのだからということで、例え

ば奥薬研の老人センター横のトイレ付近等でキャ

ンプをしている方がよく見られるわけなのです。

その人たちにはどのような指導をなさっているの

か。また、例えば今の薬研野営場に向かう道路わ

きに、野営場は今運営していないから、ほかの野

営場にはこう行けば行けるのだとかという立て看

。 、板等も今のところ見えていないようです それと

むつ市のホームページにも野営場が運営されてい

ないということは掲載されているのですが、いわ

ゆるそれだけで、例えば早掛レイクサイドヒルキ

ャンプ場とか野平高原キャンプ場とか、かわりの

野営場を紹介するようなホームページにはなって

いないようなのですが、そのようなこともできな

いものか、あわせてお願いいたします。

〇議長（宮下順一郎） 経済部長。

〇経済部長（佐藤純一） 野営場が使えなくなって

からというよりも、使えなくなる前にもあったそ

うですけれども、奥薬研の方の駐車場に野宿しま

して、それで炊事をして、炊事した後の残飯は水

洗トイレに捨てていくとか、ごみはそのままにし

ておくとかというふうなこともあったそうで、薬

研の町内会の方々は非常にご苦労されておりまし

た。それで去年の４月からは、看板を大きくした

り、見えるところに立てたり、それから時期には

市の職員が朝と晩に行ってご注意申し上げたりと

いうふうに、対人でお願いする場面も結構ござい

ましたし、薬研の町内会、旅館組合の方々にも、

見たらご注意願いたいというふうなこともいたし

ました。それから、県で管理している駐車場の方

にも同じようにご注意の看板をかけさせていただ

きましたし、ご要望の街路灯、防犯灯の整備も一

緒にさせていただきました。

また、もう一つご質問でありますむつ市のホー

ムページには、薬研野営場は現在こういうふうな

事情で使われませんということは書いてございま

す。ただ、同じページに議員がおっしゃいました

野平なり早掛のものは紹介はしておりませんでし

た。私どものむつ市のホームページの中に下北観

光協議会のホームページも一緒に見られるように

なっておりますし、観光の方も見られるようにな

ってございますが、ほかのページを開きますと、

そういうふうなところをごらんになることができ

ます。ただ、それは新たにまたクリックして探さ

なければいけませんので、もう少し親切な方向で

皆さんに周知できる方法をさらに研究してまいっ

て、なるべく遠くからおいでの方々にご迷惑にな

らない最小限で済むような方向を検討してまいり

、 。たいと思いますので ご理解願いたいと思います

〇議長（宮下順一郎） 45番。

〇45番（澤田博文） 今の部長の説明ですと、いわ

ゆる薬研野営場が運営されているときでも奥薬研

の方に野宿されている方があったと。私が知って

いる範囲ですと、その方たちはキャンパーではな

いのです。例えば泊まりがけで山菜とりに来てい

る方とかが多いように見ていました。ですから、

純粋にキャンプを楽しんでいる人ではない。この

ように思っていますので、そのほかは薬研の町内

会並びに市の職員がそれぞれ指導しているという

ことで、キャンプ場の件はわかりました。

それから、統合問題についてなのですが、今教

育長の答弁ですと、確かにきのうの千賀議員の質

問にも地元は利用するという希望がなく、また管

理等の問題もあるようなご答弁していましたし、

今の分析とか集積場所としての利用をしたいと、

こういう答弁でしたけれども、分析とか集積場所

として利用するのであれば、あの体育館だけでで

きるような気がしています。私も中へ入って全部

調べたわけではないのですが、そのほか教室等も

ありますので、私が今言っている民俗文化財等を

展示して見せる分は、そういう教室等を利用すれ

ば十分可能ではないかと。体育館の方では、そう
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いう分析等をしていただいたらいいのではないか

と、こう思っていますが、その辺はいかがでしょ

う。

〇議長（宮下順一郎） 教育部長。

〇教育部長（宮下孝信） 分析、集積場所として現

在佐助川小学校の体育館を活用しておるわけでご

ざいます。私もその現場の方を確認させていただ

、 、きましたが 麻袋のような大型の袋に土器の破片

それから各形状の壊れたものが多分１個１個にし

ますと数万点になろうかと思います。それらが詰

、 、まった袋が何十個もあるという状況と あと民具

漁具が、いわゆる評価のないまま積まれている現

状でございます。文化財審議委員の方も一応目通

しはした部分はございますが、市全体の文化財と

しての評価の位置づけも全く手つかずの状態とい

うことで、これらをどういうふうな形で、例えば

議員が提案の形に持ち込むかということもまだ方

針として定まってございません。これらをやはり

位置づけをはっきりしたうえでどういう対処が可

能なのか検討していかなければならないわけで、

もう一度その辺文化財審議委員の会議の場にお諮

りするなどして方針をつかむことも必要かと思っ

。 、 、ております 現状 教室は確かにあるわけですが

そちらの方へ展示するにしても、その辺の選別、

選択もしなければならないことも考えますと、ま

だもう少し時間が必要かなと思っていますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（宮下順一郎） 45番。

〇45番（澤田博文） 多分今まで計画されていない

ものを今から考えるということだと思いますの

で、時間はかかるものと、それは覚悟しておりま

すが、いわゆる平成19年度の予算に文化財収蔵庫

管理費205万2,000円というのがのっております

ね。それは、文化財収蔵庫管理費ですから、今ど

こに収蔵しているのかもわからないのですが、そ

ういうのにも205万2,000円もかけているわけなの

ですよね。収蔵ですから、人目には触れないとい

いますか、それにも200万円以上の金をかけてい

るわけですので、そういうのもあわせて展示して

皆さんに見ていただくといいますか、見せるとい

いますか、そういう考えは。先ほど歴史民俗資料

館については検討中という答弁をいただいたので

すが、今まではそういうのをただ収蔵しているだ

けで、見てもらおうとか見せようとかというのは

全然検討したことはなかったのでしょうか。

〇議長（宮下順一郎） 教育部長。

〇教育部長（宮下孝信） 今澤田議員おっしゃって

いる部分は、従来から旧むつ市で文化財収蔵庫と

して設けておりました桜木町にあります旧海軍時

代の、いわゆる残された建物を活用した、石づく

りの建物を活用した文化財収蔵庫ということでご

ざいまして、ここの中にも数万点の土器、それか

ら民具、古い時代の財産が保管されております。

一部展示をいたして、年間2,000名程度のお客さ

んがあってございます。ただ、これは旧むつ市の

財産ということで今までの形状を保ってきており

ますが、合併時点で各旧町村の文化財のそういう

発掘されたもの、民具、歴史的遺産が公民館の一

部やら学校の一部やらというところに保管されて

ございます。ただ、捨てていいのか、残さなけれ

ばいけないものかという部分が評価が定まってご

ざいません。この辺文化財審議委員の皆様に現地

を確認し、残さなければならないもの、それから

収蔵しておくべきもの、その辺をきちっとした区

分けをしていただく必要があろうかと思っており

まして、この作業が現在のところ手つかずの状態

ということになってございます。

それで、教育長の方の答弁で申し上げました市

の総合的な文化財産等の展示、民俗資料館の建設

構想の中には、これら旧町村の大事な部分のもの

を展示するスペースもまた包含した構想をこれか

らの検討課題とするということでご説明させてい
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ただいたわけです。非常に件数が多くて難しい問

題でありますが、鋭意努力させていただきたいと

思っております。

以上です。

〇議長（宮下順一郎） 45番。

〇45番（澤田博文） そういうことで、そこにも数

万点のいわゆる収蔵物があるということで理解し

ました。

ただ、そういうのもあわせて、何とか、今の佐

助川小学校、まだ幾らもたっていない学校ですの

で、新しい資料館等をつくるのであれば、今の学

校を少し改築すれば、経費も余りかからず、なお

かつ壇上で申し上げたように、いわゆる下北少年

自然の家を利用する方々は、今まであそこは山と

か川とか海とかだったわけですが、それにこうい

う歴史とか民俗も入れることによって、ますます

下北少年自然の家の利用者がふえるのではないか

と、こう思われますので、その辺を申し上げて、

これは終わりたいと思います。

それから、小学校、中学校、角違は小・中学校

を１校として考えれば７校なのですが、いわゆる

小学校は小学校、中学校は中学校ということで８

校、平成19年度いっぱいで統合が決まりました。

私が知っている範囲ですと、中野沢小学校は国道

からはよく見えませんので、わざわざ向こうまで

行って見たことはないのですが、その手前にある

金谷沢小学校ですか、あそこもたまたまグラウン

ド等の草刈りはしている姿を見るようなことがあ

るのですが、草を刈ったときはいいのですが、草

とてすぐ生えてきます。そういう草が生えている

とき等を見れば、いかにも廃校した学校という感

じがしています。あそこは、今現在校舎も取り壊

されていませんし、遊具等もあるのです。この遊

具等については、危険だから使わないでください

とか、この遊具でけがしたとかというのを報道で

聞くのですが、あの遊具は安全なのか危険なのか

よくわかりませんけれども、あの遊具で遊んでい

る姿も、いつもあそこを通るわけではないので、

。 、 、見たこともありません でもあれば 必ずいつか

だれかに使われると思うのです。安全なものであ

ればいいのですけれども、安全でないものとした

ら、そういうのも撤去できるものは撤去していた

だきたい。ああいうのしか見ていませんので、あ

あいう状態にしないためにも、例えば農業とか漁

業体験をしたい都会の若者というか、若者だけと

は限りませんけれども、そういう人を募集しての

宿泊施設等としての利用は一度も検討したことが

ないのか、まず伺います。

〇議長（宮下順一郎） 教育部長。

（ ） 、〇教育部長 宮下孝信 学校を統合するに当たり

いわゆる閉める学校につきましては、その校舎等

をその地域の学区の町内会でお使いするという希

望があれば、私どもは前向きにその対応をとって

きたわけでございます。中野沢小学校は、実際は

体育館は積極的に開放しております。金谷沢小学

校につきましても、町内会の方に管理をお任せし

て自由にお使いいただくという場面を設定してご

ざいます。今回大畑地区、川内地区を回って学校

を閉める段階での要望ということでお聞きしまし

たら、遊具はそのまま残していただきたいという

お母さん方の希望が結構ございました。これにつ

きましては、危険性の問題等後々の管理について

は難しい問題がありますが、どうしても地域で必

要であれば、これもまた多少の補修等の中で考慮

しますというご返事を申し上げてございます。こ

れら地域のために必要であれば残していきたいと

いうふうに思ってございます。

宿泊施設として活用を検討したことがあるかと

、 、いうことでございますが 正直に申し上げまして

ああ、いい宿泊施設になるなという思いは持つわ

けですが、実際公的施設の中でこれをどう活用す

るかというと、我々の限界がございます。ただ、
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一部業者、そういうホテルとか、前向きに地域振

興を考えている方の中で、幾らでしたら売ります

かというお電話がなかったわけでもないというこ

とで、全国的に見ますと、千賀議員のご質問にも

お答えしましたが、学校の校舎の一部を使ってプ

チホテル的に運営しているところ、また地域の婦

人会の方に積極的に開放しているところ、また食

堂としてオープンさせていると、民活導入でやっ

ているところも結構あるようでございます。一応

参考までに申し上げました。

〇議長（宮下順一郎） 45番。

〇45番（澤田博文） 確かに町内会等で希望があれ

ば、それなりに対応する。確かにいいことだと思

。 。 、うのです 町内会で希望があればです ところが

町内会で希望するということは、大きい町内会で

すとともかく、小さい町内会ですと、それらを管

理運営していけない、だから何とか行政にお願い

。 、したいというのが強いと思うのです 例えばの話

私今統合になる関根橋地区なのですが、市営住宅

のまだ奥ですから、市営住宅も交通の便が悪い、

こう言われていますけれども、そのまだまだ奥で

すので、かなり交通の便もよくないところに住ん

でいるのです。そこの小学校も、町内会でもし希

望する、ところが町内会で希望すれば、何とかそ

れに対応するとしても、四十数軒の町内会で、例

えばこのグラウンドだけでも何とかしたいと言え

ば、先ほど私が金谷沢小学校のグラウンドの例を

出したように、いわゆる地元で草も刈らなければ

ならなくなってくる、草取りもしなければならな

くなってくる。ですから、そういうのを何とか行

政でお願いし、行政でそういうのをやってくれる

のならば、町内会でも別な利用の仕方が考えられ

るとか、こういう意見はかなり聞こえてくるので

す。ただ、町内会で利用したいから町内会に丸投

げみたいにして 「おめほで何とかせじゃ」とい、

うのなら、いやいや、冬になれば雪をおろさなけ

ればならないし、春になれば草を刈らなければな

らないしというのが大変な労力でもあるし、資金

的にも大変なことになってくると思います。これ

がさっきの佐助川小学校みたいに、いや、うちの

方では要りませんという大きな声になって出てく

るのではないかと、こう思っていました。

そのほか、このバスの停留所の件等も、それか

らそれにちなんだ建物といいますか、そういう県

とも前向きに検討していただけるということでし

たので、その辺はよしとして、去年の１月でした

か、いわゆる平成18年度をもって平成19年の４月

から統合したいという説明に教育委員会で来たと

き、大畑地区では二枚橋小学校、川内地区では桧

川小学校が、起債があるから、今のところ当分の

間は統合は考えていないと、その他の学校は統合

を考えているという説明を受けました。そういう

起債のある学校を統合するわけですので、統合す

、 、るという決定していますから その起債の部分等

もしくは先ほどの答弁で教育施設に利用すれば、

いわゆる起債の一括返還はしなくてもいいと。で

すから、その点も今から検討するのではなく、も

う多分前から、この統合すると決めたときから、

ではどうすればいいのだというのを計画していた

と思ったものですから、私は質問したのです。

ですから、そういうのともあわせまして、余り

言えば通告外になるみたいですが、二枚橋小学校

の件もあります。別に二枚橋小学校を統合しろと

言っているわけではないのですが、そういう件等

もありますから、統合を決める前から、ではこう

なったらこうしなければならないというのがない

ような気がする。決まってから、そうすればこう

しなければならないのではないかという気がして

いますから、本当にそうなのかどうか、どうです

か、もう一回。

〇議長（宮下順一郎） 教育部長。

〇教育部長（宮下孝信） ３点ほどの叱責もあり、
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また現状をどうするのかというご発言でございま

した。決して私ども地域に回ったとき、丸投げの

姿勢で臨んだわけでもないし、極めて地域の子供

さんの学校教育をどうするのか、お父さん、お母

さんとひざを交えてお話し申し上げました。この

ままの現状ではいけませんよということをお話し

申し上げました。実際正直申し上げまして、統合

の計画そのものは大分私どもが入る前はスピード

の遅いものでございまして、これを何とか早目に

早目にということで動いてまいりました。

それで、校舎そのものについては、どうぞ、町

内会の方でお使いいただく部分があれば積極的に

開放します。グラウンドはもちろん、毎日のごと

く使って構いません。ただ、草取りそのものにつ

いては、やはり地域の皆さんが使うのであれは、

地域の協力を得たいというお話は、これは当然し

なければならないわけで、それは申し上げてきて

おります。

それから、いろいろそこの部分は、またこれか

らの１年の中で整理する問題はあろうかと思いま

す。この辺は十分地域のお話もまた耳に入れてい

くという場面になろうかと思います。

それから、二枚橋小学校、桧川小学校の利用方

法、起債の残、実は起債の一括返済ということで

非常に重荷になる部分がございまして、どういう

転用をすればいいのか、極めて合併後急遽の対応

でございましたので、私どもこの計画を持ちなが

ら統廃合に臨まなかった部分はあります。まず、

統廃合に当たりましては、地域の皆さん、保護者

の皆さんがどういうお気持ちでいるのかを正直当

たる必要がありまして、あえてうちの方から、こ

こを廃止しますとこういう計画ですよというえさ

を投げるような場面はつくらないという方針でご

ざいましたので、これはご理解いただきたいと思

ってございます。その中で、存続したいというご

意見を申し上げてまいりましたのが二枚橋小学校

でございます。これについては、地域のお気持ち

を十分理解しながら、そのままの存続ということ

で認めてございます。

桧川小学校につきましては、私ども川内地区は

平成22年の頭での統合ということを考えておりま

したが、説明会に上がりましたら、もっと早くし

てくださいという状況の中で、桧川地域の保護者

もこれに同調いただいたということで、決して統

合につきましては押しつけでもないし、我々の方

の子供を思う心の前向きな部分が評価されたもの

と理解してございますので、よろしくお願いいた

します。

〇議長（宮下順一郎） これで、澤田博文議員の質

問を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（宮下順一郎） 以上で本日の日程は全部終

わりました。

お諮りいたします。３月19日は議事整理のため

休会したいと思います。これにご異議ありません

か。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、３月19日は議事整理のため休会することに

決定いたしました。

なお、明３月17日及び18日は休日のため休会と

し、３月20日は東健而議員、澤藤一雄議員、半田

義秋議員、目時睦男議員、鎌田ちよ子議員の一般

質問を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ３時１８分 散会
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